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２０１２（平成２４）年度実施状況について

２０１３（平成２５）年８月
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は じ め に

　本市では、２００６（平成１８）年４月名張市男女共同参画推進条例を施行し、条例の理念に基づき、
男女共同参画を計画的かつ効果的に推進するため、現状と課題を踏まえた施策の概要を明らかにした「名
張市男女共同参画基本計画」を２００７（平成１９)年３月に策定しました。

　この計画は、国、県の動向を見極めつつ、名張市総合計画『理想郷プラン』を始めとして、市が取り組
む各個別計画との整合性と連携を図り、適切な見直しを行い地域の特性を活かした新規事業の展開など内
容の改善を図ります。

　本書は、２０１２(平成２４)年度中において、各室で取り組んだ「計画に掲げる具体的施策の実施状
況」について、全庁的にまとめたものです。
　今後とも、積極的に市民や事業者の皆様と連携を図りながら、同計画を着実に推進していきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１３(平成２５)年８月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名張市
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                                  「名張市男女共同参画実施計画」実施状況調査の概要

「男女共同参画計画」に位置付けられた事業の２０１２(平成２４)年度の実施状況について、担当室に評
価調書への記入を依頼、提出された評価調書を集計したものです。

☆ 調査時期
　　　平成２５（２０１３)年４月
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 【第１次評価】　担当室自己評価

●実施状況
　　　　　　実施した事業の取組み内容や実績を記載

●取組み及び課題
　　　　　　実施した事業の実施状況に対して次年度に向けた課題等を記載

●男女共同参画の視点での評価
　　　　　　事業担当室の事業計画、目標値とは別に、その事業を実施する際、
　　　　　　男女共同参画の視点をどの程度配慮しているか評価します。

① 実施した事業は男女共同参画基本計画の具体的施策の方向に合致しているか。

② 事業の効果が男女それぞれに及ぶように配慮したか。

③ 事業の啓発（広報、出版物やホームページ等のイラスト、文章)において

　　男女共同参画に配慮した表現となっているか。

④ 事業の企画・立案・実施にあたり、男女双方の意見を聞き、男女の視点が 

　　施策に盛り込まれるようにしているか。

⑤ 男女にとって利用・参加しやすいような配慮をしているか。

　　　上記①～⑤の視点ごとに評価し、配点１～５のどれか１つを選択します。

　　　　　　　　５：十分（９０～１００％程度）配慮している。

４：おおむね（７５～９０％程度）配慮している。

３：ある程度（５０～７５％程度）配慮している。

２：配慮が不十分（２５～５０％程度）。改善を要する。

１：配慮していない（０～２５％程度）。見直しを要する。

●事業の方向
　　　　　　次年度以降の事業の方向性について記載
　　　　　　　　　１：継続　　２：内容見直し　　３：統廃合　　４：縮小　　５：廃止・休止　　６：完了・終了

【第２次評価】　男女共同参画担当室評価：担当室での自己評価をヒアリングをふまえて評価。

●　男女共同参画の視点での評価

           担当室とのヒアリングにより、男女共同参画の視点ごとに、第１次評価の配点１～５で評価する。
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●　取組評価（１から５の５段階評価）

　　　　　男女共同参画の視点での評価の平均点（小数点第2位四捨五入）から、下記のとおり取組みを評価する。

　　　　　　　　　５　　　　 　 　　： 十分（９０～１００％程度）達成している。

　　　　　　　　　４．０～４．９　： おおむね（７５～９０％程度）達成している。

　　　　　　　　　３．０～３．９　： ある程度（５０～７５％程度）達成している。

　　　　　　　　　２．０～２．９　： 達成が不十分（２５～５０％程度）。改善を要する。

　　　　　　　　　０～１．９　　 　： 達成していない（０～２５％程度）。見直しを要する。

●　評価コメント：気づいた点をコメントとして掲載
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① ② ③ ④ ⑤

3.5 3.3 3.4 3.4 3.4

  三重県内連携映画祭や、フォーラムの実施、毎月22日の庁内掲示板を活用し

た啓発、市広報での特集記事等での啓発を行いました。また、『男女共同参画

週間』期間に、名張男女共同参画推進ネットワーク会議会員、市職員ととも

に、街頭啓発を実施しました。

　「新しい公」委託事業として、人材育成・啓発事業と、DV啓発事業を市民

活動団体に委託し啓発に努めました。

　公民館、小中学校、保育所等へ啓発チラシ・パンフレットを配布し意識啓発

に努めました。

　地域への働きかけとして、地域づくり組織代表者会議において、地域におけ

る男女共同参画推進への理解と協力の依頼や男女共同参画推進フォーラムへの

参加の呼びかけをしました。

　学校、保育所においては、年間指導計画に位置づけ学習を行いました。人権

総合学習(小学校 1校)における講義を実施しました。

　引き続き実施計画に基づいて、男女共同参画意識の確立に向け取り組みま

す。また、地域や企業へ向けた男女共同参画の意識の啓発について、継続した

取組が必要です。

取組評価の平均

3.4

「名張市男女共同参画実施計画」実施状況の概要

実施状況の概要評価（第２次評価）施策の基本目標

ある程度達成している

男女共同参画の
視点での評価（平均）

基本目標　Ⅰ 男女共同参画意識の確
立

①実施した事業は男女共同参画基本計画の具体的施策の方向に合致しているか。
②事業の効果が男女それぞれに及ぶように配慮したか。
③事業の啓発において男女共同参画に配慮した表現となっているか。
④事業の企画・立案・実施にあたり、男女双方の意見を聞き、男女の視点が施策に盛り込まれるようにしているか。
⑤男女にとって利用・参加しやすいような配慮をしているか。
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実施状況の概要評価（第２次評価）施策の基本目標

① ② ③ ④ ⑤

3.6 3.5 3.5 3.1 3.1

基本目標　Ⅱ
男女共同参画の

視点での評価（平均）
あらゆる分野への男女
共同参画の推進

　審議会等の女性比率は平成25年4月1日現在で、24.6％でした。

各所属に対し、審議会等の状況調査結果の報告とあわせて｢名張市審議会等の

設置及び運営に関する指針｣に基づく取組みと保育付の推進を依頼する文書を

送付することにより、登用率を高めるよう呼びかけを行いました。女性比率が

上がらない要因としては、代表者または団体からの推薦により委員選任するこ

とが多いことが考えられます。審議会等の改選の際には、指針の基準に十分留

意することが必要です。また、公募委員の募集、選考においても工夫が必要で

あると考えられます。

　雇用等の分野では、関係機関と連携して、「ワーク・ライフ・バランス」の

啓発パンフレット配布や男女共同参画フォーラムや三重県企業認証・表彰制度

への参加を呼びかけるなどの企業訪問を行いました。

　家族経営協定の促進については、新規就農者に対し、認定農業者への推進を

図るとともに、更新後には家族経営協定の締結を行いました。家族経営協定の

推進に努めた結果、家族経営協定を締結した家庭が徐々に増えてきています。

継続して積極的な男女の意識改革を進めていく事が必要です。夏休み親子クッ

キングを女性農業委員が中心となって開催し、その後三重県農村女性アドバイ

ザーと新規女性就農者、県市の男女共同参画担当者が意見交換を行いました。

　女性の就労支援については、女性向けの再就職準備セミナーを開催、フリー

ター等への支援については、若者就労支援相談を行いました。

　男女共同参画センターを活用して、意識啓発を高めるための講座等の開催や

相談体制の充実を図ることで、地域や職場において、地道に男女共同参画の意

識を高めていく必要があります。

3.4

ある程度達成している

取組評価の平均

①実施した事業は男女共同参画基本計画の具体的施策の方向に合致しているか。
②事業の効果が男女それぞれに及ぶように配慮したか。
③事業の啓発において男女共同参画に配慮した表現となっているか。
④事業の企画・立案・実施にあたり、男女双方の意見を聞き、男女の視点が施策に盛り込まれるようにしているか。
⑤男女にとって利用・参加しやすいような配慮をしているか。
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実施状況の概要評価（第２次評価）施策の基本目標

① ② ③ ④ ⑤

4.3 4.1 4.2 4.2 4.2

基本目標　Ⅲ 家庭生活と社会活動の
両立支援

男女共同参画の
視点での評価（平均）

　

　安心して子どもを産み育てられる保育・育児環境の整備として、「次世代育

成支援行動計画（後期計画）」及び「ばりっ子すくすく計画」の関連事業の進

捗状況調査を実施し、個別施策を検証して進捗状況をホームページで公開しま

した。

　平成２４年度より子育て家庭の育児支援として、「名張市マイ保育ステー

ション」本格的に実施し、赤目保育所で１６０名、昭和保育園で２０６名の登

録がありました。私立の幼稚園との有機的な連携や、地域での子育てサポート

に関する団体との連携を図る等、民間活力の導入方法を検討していく必要があ

ります。

　高齢化社会に対応した介護、看護の環境の整備として、まちの保健室１５箇

所において、介護予防事業の取り組みを推進しました。また高齢者の自立と社

会参画を推進するために、まちの保健室主催教室を６５回実施し、延べ１４５

５名が参加しました。

　ワーク・ライフ・バランスセミナーは開催できませんでしたが、チラシによ

る企業への啓発を行いました。

　子育てのための法的整備が整ってきている中で、育児休業等取得のための職

員への理解を深めることが重要になってきています。平成２４年度には名張市

役所男性職員(１名)が、育児休暇を取得しました。今後男性の育児休暇取得を

増やしていくために意識啓発や、制度理解のための研修等を実施していく必要

があります。

取組評価の平均

おおむね達成している

4.2

①実施した事業は男女共同参画基本計画の具体的施策の方向に合致しているか。
②事業の効果が男女それぞれに及ぶように配慮したか。
③事業の啓発において男女共同参画に配慮した表現となっているか。
④事業の企画・立案・実施にあたり、男女双方の意見を聞き、男女の視点が施策に盛り込まれるようにしているか。
⑤男女にとって利用・参加しやすいような配慮をしているか。
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実施状況の概要評価（第２次評価）施策の基本目標

① ② ③ ④ ⑤

3.9 3.9 3.8 3.8 3.7

① ② ③ ④ ⑤

4.1 3.9 3.9 3.8 3.6

Ⅴ　計画の推進
　基本計画に沿った事業を推進するために、各部署へ実施状況の評価を依頼し

事業の推進を図るよう促しました。引き続き、各部署との連携を図りながら計

画の実効性を高めるための取り組みを推進していきます。また、平成24年度

は、後期の(平成25～27年)男女共同参画事業実施計画を作成しました。

　拠点機能の整備については、男女共同参画センターの活用により、市民への

啓発や、学習会の実施、相談事業の充実を図ることができました。更に情報の

収集及び提供、学習・交流の活動拠点として男女共同参画拠点機能の充実を

図っていきます。また、各種相談事業についても、周知・啓発に努め、さらな

る充実に努めます。

男女共同参画の
視点での評価（平均）

基本目標　Ⅳ

①～⑤の平均（取組評価）

ある程度達成している

施策の基本目標

男女の人権が尊重され
る環境づくり

3.9

3.9

評価 実施状況の概要

取組評価の平均

ある程度達成している

男女共同参画の
視点での評価（平均）

　平成２１年度に男女共同参画センターができたことにより、各種の相談体制

が充実しました。、相談事業の周知および女性相談員の専門性を高めるために

関係機関からの研修会等への参加、子育て支援室や関係機関との緊密な連携の

促進に努めます。

　DV・セクハラ等あらゆる暴力の根絶では、「新しい公」委託事業（DV啓

発）での講座や予防教育出前講座、職員を対象に「セクハラ、パワハラについ

て」の研修会を実施しました。また、デートDVの啓発では、関係室と調整を

図り、市内中高生卒業生全員に、リーフレットを配布し啓発に努めました。引

き続き、啓発に努めていきます。

　性的マイノリティーの人権教育の推進については、取り組みができませんで

した。研修のための財源確保を図りつつ、啓発担当者の専門性を高めるなど、

資質の向上を図り、教育が実施できるよう検討していく必要があります。

①実施した事業は男女共同参画基本計画の具体的施策の方向に合致しているか。
②事業の効果が男女それぞれに及ぶように配慮したか。
③事業の啓発において男女共同参画に配慮した表現となっているか。
④事業の企画・立案・実施にあたり、男女双方の意見を聞き、男女の視点が施策に盛り込まれるようにしているか。
⑤男女にとって利用・参加しやすいような配慮をしているか。
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(基本目標）Ⅰ  男女共同参画意識の確立

数値目標

H24年度実績 中期〔Ｈ24年度〕目標値

76.4％
（Ｈ25．4）

80%

― 50%（次回調査時）
0 60回　（3年間）

50人(年間）
（Ｈ24年 500人（3年間）

17回
（Ｈ25年 80回

重点課題 　①　社会における制度・慣行の見直しと意識づくり

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

取組
評価

取組
評価

4

4 4

④

⑤

4

4

4

4

4

4

第２次評価

4

500人（3年間）

80回

第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向

項　　　　　　　　　　　目

「男は仕事」「女は家事・育児」といった男女の固定的
な役割分担に同意しない市民意識の割合

男女共同参画都市宣言・条例の認知度
事業所を対象とする研修会の実施

男女共同参画研修に参加した市職員数

男女共同参画講座等学習機会の提供回数（年間）

・庁内電子掲示板による、毎月22日の
「男女共同参画について考える日」の啓
発記事や市広報による、男女共同参画週
間時の特集記事、フォーラム、研修等の
記事、人権啓発の記事の中でテーマに取
り上げての掲載を行いました。
・人権総合学習(小学校　1校)における講
義の実施　11/26

１
意識啓発の
推進

１
市広報等に
よる啓発

・広報なばりにおける啓
発記事の掲載を行いま
す。
・講演会等の参加につい
て、地域づくり協議会
等、職場への呼びかけを
し、啓発を図ります。

人権・男女
共同参画推
進室

２
市民や市民
活動団体等
との協働に
よる啓発

・ウィメンズネット・こうべ代表理事正
井礼子さんによる講演会や男女共同参画
川柳入賞者の表彰、ネットワーク会議登
録団体の活動状況のパネル展示など男女
共同参画フォーラムを実施しました。
参加者 136人
・「新しい公」委託事業として、人材育
成・啓発事業と、DV啓発事業を市民活動
団体に委託して、啓発に努めました。
・参画つうしんの発行などセンターを活
用した啓発に努めました。

③

1

事業を継続し、
啓発から実践へ
のステップアッ
プを目指すとと
もに、情報発信
力の強化が必要
です。

・学習会、講座、フォー
ラムの開催を市民活動団
体等に委託し、連携を図
り推進します。
・男女共同参画センター
を活用した啓発を図りま
す。
・各種のメディアを活用
した啓発を図ります。

人権・男女
共同参画推
進室

・事業を継続し、さら
に市民活動団体の自主
的な啓発事業の取組を
支援し、啓発に努めま
す。

①

②

③

事業の
方向

1 4.0

評価コメント

・地域の中での男女共
同参画推進を図るた
め、各地域づくり組織
単位で出前トークや啓
発講座等を実施する機
会が必要です。

地域づくりに男
女共同参画の視
点を根付かせる
ため、地域づく
り組織代表者へ
の働きかけが不
可欠です。

① 4

4

②

4

4

4

4

男女共同参画の
視点での評価

事業の
方向

4

4

4

④ 4

⑤

4.0

後期〔Ｈ27年度〕目標値

76%

50%（次回調査時）
10回　（3年間）
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

4

⑤

4

・地道で継続的な啓発
が必要です。

・地域での男女共同参
画意識の向上を図るこ
とが重要であり、地域
の代表者に向けた啓発
を継続的に実施、充実
させていく必要があり
ます。

地域での諸活動
を男女共同参画
の視点から捉え
直すことの意
義・必要性につ
いて、地域の代
表者をはじめ広
く地域の人々に
対する啓発を進
める必要があり
ます。

④ 4

⑤

4

事業の
方向

地道な啓発活動
の継続ととも
に、効果測定、
検証を行い啓発
手法の検討も必
要です。

4

4

4

4

3

4

3

4

4

3

②

③ 4

4

事業の
方向

1

④

③

・毎月22日に合わせて庁内の電子掲示板
で男女共同参画について考えるきっかけ
となるような啓発文書や、講演会のお知
らせなどを全庁的に情報発信しました。
・6月の男女共同参画週間には、庁内放送
による男女共同参画についての呼びか
け、懸垂幕の掲示、男女共同参画ネット
ワーク会議会員や市職員による市内の
スーパー等での街頭啓発、市役所ロビー
や男女共同参画センターにおいてパネル
等による啓発を行いました。

・啓発や人材育成などの男女共同参画に
関する講座開催時には、公民館へポス
ター・チラシ等の配布による情報提供や
参加の呼びかけを行いました。
・男女共同参画センターの来館者に、啓
発パネル、チラシ等で啓発を図りまし
た。

① 4

1 4.0

① 4 4

②

⑤ 3

3.6

取組
評価

取組
評価

4

3

② 3

③ 3

④ 3

・啓発パンフレットや、男女共同参画セ
ンターにおいて作成の参画つうしんを、
定期的に各公民館への配布することに
よって地域への啓発に努めました。
・男女共同参画に関する講演会の機会に
は、地域づくり組織代表者を通して地域
の方へ参加を呼びかけました。
・男女共同参画センターの来館者に、啓
発パネル、チラシ等で啓発を図りまし
た。

・地域へ男女共同参画
意識の浸透を図るため
には、地域づくり組織
や関係部署との連携を
進める必要がありま
す。

事業の
方向

1

①

関連室及び関連
団体等との連携
強化と、男女共
同参画センター
を拠点としたさ
まざまな手法に
よる情報発信が
必要です。

3

3

3

取組
評価

3.0

3

3

５
男女共同参
画意識向上
への情報提
供

・地域づくり組織や区、
自治会等、地域へ向けた
啓発として、人材育成講
座の実施や、啓発パンフ
レットを公民館へ配布し
地域への啓発を図りま
す。
・地域の情報誌を通じた
啓発を行います。
・男女共同参画センター
を活用した啓発を図りま
す。

人権・男女
共同参画推
進室

２
家庭・地域
社会におけ
る慣行等の
見直し

３
男女共同参
画について
考える日を
活用した啓
発

６月２３日から２９日の
「男女共同参画週間」や
毎月２２日の「男女共同
参画について考える日」
を活用して、男女共同参
画について考えるきっか
けづくりとなるような、
街頭啓発や懸垂幕、卓上
のぼりを設置するなど啓
発に努めます。
・庁内掲示板による啓発
・各種メディアを活用し
た啓発
・男女共同参画センター
を活用した啓発

人権・男女
共同参画推
進室

４
地域の慣行
等の見直し

・地域づくり組織や区、
自治会等への啓発の足が
かりとして、人材育成講
座の参加を呼びかけま
す。
・男女共同参画センター
へ来館者に、啓発パネ
ル、チラシ等で啓発を図
ります。

人権・男女
共同参画推
進室
　
地域経営室
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

④ 4

① 4

③ 3

事業の
方向

1

② 4

4④

重点課題　　　②　あらゆる教育の機会における男女共同参画への理解　　　　　　

4

・関係室と連携して企業を訪問し、
「ワークライフバランス」の啓発パンフ
レット配布による、意識啓発に努めまし
た。
　　　　市内200事業所（10月）
・人事研修室と共催で、市職員対象に男
女共同参画についての研修「男女共同参
画を市の職員としてどう取り組むか」を
実施しました。
　　　　講師：伊田広行　参加：31人

・食生活改善推進員との連携により、男
の料理教室を開催しました（連続3回）。
参加者への意識啓発として、毎回試食の
時間に座談会を実施し、最終回には、ア
ンケート調査を実施しました。
・男女共同参画啓発事業として「新しい
公」委託事業による講座を2回実施しまし
た。

・男の料理教室が地域
で自主的に実施される
など、受講内容が、次
につながるような配慮
の工夫が必要です。

4

③

⑤

4

３
職場におけ
る制度・慣
行等の見直
し

・庁内掲示板を活用し、毎月22日の「男
女共同参画について考える日」の啓発記
事を連載しました。
・フォーラム等、啓発週間時には、特集
記事の掲載を実施しました。
・フォーラムや、研修会のパンフレット
を作成し、各公民館や、保育所等へ配布
しました。
・成人式に男女共同参画ティッシュ配布
による啓発を行いました。新成人約1,000
人

・なかなか進まない意
識改革を加速させるよ
うな手法の検討が必要
です。

人権・男女
共同参画推
進室

人権・男女
共同参画推
進室

商工経済室

・関係機関と連携しな
がら、企業への具体的
な意識啓発の取組を図
る必要があります。

４
固定的役割
分担意識の
見直し

８
家事・育児
等に関する
講座

・男の料理教室を開催し
ます。
・関係団体と連携し、固
定的役割分担意識の見直
しにつながるような講座
の実施や、啓発パンフ
レットを配布し啓発に努
めます。

人権・男女
共同参画推
進室

3

・企業へ啓発パンフレッ
ト等配布し、各種制度の
普及啓発に努めます。
・関係機関と連携し、研
修会を開催し、参加を呼
びかけます。

６
職場におけ
る研修会の
実施

3

3

3

⑤

７
意識改革へ
の働きかけ

・広報なばりにおける啓
発記事の連載をします。
（毎月1回）
・フォーラムの告知の記
事に合わせて、男女共同
参画の特集を組むなど、
啓発に努めます。
・講座を通じて、意識改
革への働きかけに努めま
す。

4

4

取組
評価

4

4

3.0

4

3

3

4

取組
評価

4.0

4

3

3

④

②

② 3

1

① 4

事業の
方向

3

③

3

① 3

関連室及び関係
機関と連携し、
企業への啓発を
進めるととも
に、行政職員の
資質向上を図る
必要がありま
す。

「啓発から実践
へ」を視野に入
れ、他の部署が
実施するイベン
トへの便乗な
ど、さまざまな
機会を捉えた活
動が必要です。

1 3.6

男の料理教室に
ついては、単な
る調理体験にと
どまらず、男女
共同参画実践へ
と確実につなが
るよう、事業目
的の再確認とス
テップアップの
手法を検討する
必要がありま
す。

⑤ 4 4

事業の
方向

取組
評価
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

取組
評価

4
９
男女平等教
育の充実

・主に家庭科や道徳、特
別活動の時間を使って男
女平等の学習を進めま
す。
・性の区別なく、一人ひ
とりの人格を尊重した幼
児教育、保育を実施しま
す。

学校教育室

保育幼稚園
室

5

5⑤

③

④

① 5

② 5

4

4

5

情報提供や研究
等よろしくお願
いします。

5

4.6

4

事業の
方向

1

１０
保育・教育
関係者の研
修の実施

・乳幼児保育や学校教育
の担当者に対して意識改
革のための研修会を研修
年間計画に位置付け年1
回実施します。

学校教育室

保育幼稚園
室

・すべての学校で、研修の年間計画に位
置づけるというところまでにはいたって
いませんが、校内研修等では常に男女共
同参画の視点に立ち、研修を行いまし
た。

すべての学校で
実施できるよう
お願いします。

3.0

・各校の年間指導計画に位置づけ、総合
的な学習の時間、保育、家庭科、道徳、
特別活動等を使って、男女共同参画、男
女平等を視点とした授業を進めることが
できた。

・子どもの実態に応じ
た教材等の支援、情報
提供を進め、より実効
ある授業実践研究を進
める必要があります。

5

・内容の充実のための
研修資料や情
報提供をしていく必要
があります。

3

4

3

4

１１
保護者への
啓発活動

・家庭科の「家庭生活と
家族」や「家族・家庭と
子供の成長」の中で保護
者と共に男女の役割につ
いて考えたり、保護者
会、PTA活動、学級懇談
会等で話し合いの機会を
もちます。

学校教育室

保育幼稚園
室

・家庭科の単元「家庭生活と家族」や
「家族・家庭と子供の成長」の中で保護
者と共に男女の役割について考えたり、
家庭への聞きとり等を通じて保護者啓発
を行いました。

・学級懇談会等のＰＴ
Ａ活動や参観等を通し
て、保護者への更なる
啓発が必要です。

5

1 4.6

① 3

② 3

3

取組
評価

③ 3

④ 3

3

3

事業の
方向

3

5

① 5

② 4

⑤ 5

引き続き啓発を
お願いします。

５
学校・幼稚
園・保育所
等における
教育の推進

5

事業の
方向

取組
評価

③ 4

④

1

⑤
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

６
家庭・地域
社会におけ
る教育学習
の推進

５
学校・幼稚
園・保育所
等における
教育の推進

3

3

１３
進路指導

・学校や、所属におい
ては、定期的に研修等
を実施していますが、
今後も研修の機会を増
やし、推進啓発を図る
必要があります。

・学級活動・総合的な学
習の時間を中心とした
キャリア教育の中で、男
女の性にとらわれず、個
性に応じた進路選択がで
きるよう、授業を行いま
す。
（学級活動・総合的な学
習の時間を中心に、年間
３時間程度）
・進路説明会の折に、保
護者に対して男女共同参
画の視点での進路指導の
あり方を説明します。
（年間1回）

3

3

3

3

１２
男女共同参
画を推進す
る担当者の
設置

・男女共同参画を推進す
る担当者として、検討委
員や人権担当職員を通
じ、推進を図ります。

人権・男女
共同参画推
進室

学校教育室
　
保育幼稚園
室

・男女共同参画を推進する担当者として
各部より検討委員を選出し、街頭啓発
や、職員研修｢男女共同参画を市の職員と
してどう取り組むべきか」への参加によ
る、自己研鑽に努めました。

① 4

②

③

学校教育室

・キャリア教育の中で、男性と女性が、
学校、家庭、地域、また、将来の進路先
や職場で、それぞれの個性と能力が発揮
できる「男女共同参画社会」の実現を視
点とした授業や説明会が開催できた。

・学校教育だけでな
く、地域や家庭など、
あらゆる機会を通じ
て、取り組んでいける
ようさらなる啓発が必
要です。

・さらに男女共同参画
センターや公民館を活
用し、地域の代表者へ
の意識啓発を実施する
必要があります。

3

3

3

3

１４
出前トーク
の実施

・地域や、市民活動団体
を対象とした出前トーク
実施についての啓発に努
め、実施します。
・出前トーク実施に向
け、男女共同参画セン
ター、公民館を活用し啓
発を図ります。

人権・男女
共同参画推
進室

・出前トークの要請はありませんでした
が、地域づくり組織代表者会議におい
て、文書とともに男女共同参画推進への
協力を依頼しました。また、男女共同参
画に関する研修会等の実施する際は、地
域づくり代表者会議でチラシ等配布によ
る周知を図りました。

3

④ 4

⑤ 3

事業の
方向

1

① 5

② 4

3

② 3

③ 4

④ 4

④ 3

1

3⑤

検討委員対象の
職員研修は実施
しましたが、検
討委員の有効活
用という面では
課題がありま
す。

引き続き啓発を
お願いします。

4

4

4

4

取組
評価

3.0

5

③

取組
評価

1 4.2

⑤ 4

事業の
方向

①

4

3

事業の
方向

取組
評価

3.0

男女共同参画セ
ンターや各地区
公民館等を活用
し、出前トーク
の周知を図る必
要があります。
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

積極的な周知を
お願いします。

 
・フォーラムのメ
ニュー提示など、更な
る支援に努めます。

・男女共同参画意識の
高揚となる講座等に
は、積極的な参加を事
業所に周知していきま
す。

・地域づくり等で開催するまちづくり勉
強会や研修会、フォーラム等には、講師
をはじめ内容についても情報提供をして
いる。

3

１５
地域での
フォーラム
の実施

・地域づくり組織や区・
自治会等が主催する講演
会、フォーラムのメ
ニューを提示します。

地域経営室

人権・男女
共同参画推
進室

3

3

3

3

3

3

７
事業所・市
民活動団体
等に対する
学習会の提
供

・地域推進員の設置には、地域づくり組
織の理解が必要であるため、地域づくり
組織代表者会議において、地域における
男女共同参画推進への理解と協力を依頼
しました。また、名張男女共同参画推進
ネットワーク会議から地域づくり組織へ
男女共同参画社会に関するアンケート調
査を行いました。対象：市内15の各地域
づくり組織代表者等　調査数：150人　回
収率：94.7％
・地域推進員の設置にはいたりませんで
したが、名張市と協働して男女共同参画
を推進する団体である名張男女共同参画
推進ネットワーク会議に以前から登録し
いている１団体に地域づくり委員会から
代表者が選出されるようになりました。

・地域での男女共同参
画意識の向上を図るこ
とが重要であり、地域
へ出向いて出前講座な
どを実施していく必要
があります。
地域づくり組織代表者
への理解と協力を図る
必要があります。
・他の地域づくり組織
にも、名張男女共同参
画推進ネットワーク会
議に登録していただけ
るよう働きかける必要
があります。

１６
男女共同参
画推進員の
設置

・男女共同参画セン
ター、公民館を活用し啓
発に努めます。
・男女共同参画推進員を
設置します。
　設置目標　　３地区

人権・男女
共同参画推
進室

１７
講座の開催

・職場における固定的な
役割分担や様々な性差別
については、男女共同参
加意識の高揚となる講座
等への参加を促進させま
す

商工経済室

人権・男女
共同参画推
進室

3

3

3・男女共同参画意識の高揚となる講座へ
の参加を促しました。

② 3

③

⑤ 3

3

3

3

６
家庭・地域
社会におけ
る教育学習
の推進

① 3

地域の代表者の
方に理解を得る
ために地道な意
識啓発をお願い
します。

② 3

③ 3

④

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

① 3

地域推進員設置
実現のための条
件整備に向けた
取り組みが必要
です。

② 3

③ 3

④ 3

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

① 3 3

3

④ 3

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

1 3.0
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

重点課題　　　③　　国際的視野での協調

4

4

3

4

3

2

4

2

①

・「新しい公」委託事業による人材育成
講座を実施し、公民館へのチラシの配
布、広報・ホームページ(市・男女共同参
画センター)掲載等により幅広く参加を呼
びかけました。

・人材育成講座を実施
し、地域づくり組織や
区・自治会等へ参加を呼
びかけリーダー育成を図
ります。

人権・男女
共同参画推
進室

文化生涯学
習室

・地域への男女共同参
画意識の浸透を図るこ
とが重要であることか
ら、引き続き地域代表
者への理解と地域の女
性への啓発が必要で
す。

・ネットワーク会議の登録団体に、「新
しい公」委託事業による研修会の実施を
委託しました。
　◆人材育成・啓発事業・・・受託団
体：
     名張きらめきの会
  ◆DV啓発事業・・・受託団体：女性と
      子どものヘルプラインＭＩＥ
・ネットワーク会議と共催でフォーラム
を実施し各登録団体からの参加を呼びか
けました。

・更なる充実を図りま
す。

２０
地域の人材
育成

７
事業所・市
民活動団体
等に対する
学習会の提
供

１８
市民活動団
体等への研
修

・市民活動団体等への研
修の機会を提供します。
・ネットワーク会議への
研修委託事業を実施しま
す。
・男女共同参画センター
利用の団体に、研修の支
援となるような資料等を
提供します。

人権・男女
共同参画推
進室

地域経営室

4

3

4

3

① 4

事業の
方向

１９
公民館での
男女共同参
画講座

・公民館を通じた男の料
理教室を開催するなど、
男性を対象とした講座を
開催します。

人権・男女
共同参画推
進室

文化生涯学
習室

・引き続き、男の料理
教室を継続します。ま
た、料理の他に、男性
が参加できる講座を考
えていくことが課題で
す。

・武道交流館いきいきで男の料理教室を
開催しました。参加者は、16名で3回実施
しました。毎回試食の時間に、意見交換
による意識啓発と、最終回にアンケート
調査を実施しました。健康支援室との共
催により、食生活改善推進員による指導
を行いました。 事業の

方向

2 2

事業の
方向

取組
評価

1

事業内容を精査
し、より効果的
なものへ充実さ
せる必要があり
ます。

② 3

③ 4

④ 4

⑤ 3 3

取組
評価

1 3.4

① 4

単なる調理体験
教室にとどまら
ぬよう、次へと
つなぐ方策を講
じる必要があり
ます。

② 4

③ 4

④ 4

⑤ 4 4

取組
評価

1 3.8

⑤

3

④ 3

2.6

② 2

③ 4

８
生涯学習の
充実

「新しい公」委
託事業による人
材育成講座の継
続と内容充実が
必要です。
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

９
国際的視野
に立った男
女共同参画
の推進

3

3

3

③

3

継続して事業の
推進と予算の確
保をお願いしま
す。

3

①

3.0

事業の
方向

取組
評価

2

事業の
方向

1

③

①

3

3・特に支援や要望の声がなかった。
・活動している団体には、国や県のワー
キングチームからの情報があれば情報交
流センターのＨＰをはじめ、チラシ等に
て提供している。

⑤

3.0

3

1

２１
国際的情報
の提供

・男女共同参画セン
ター、公民館を活用し男
女共同参画に関する国際
的な動向に関連した情報
の収集と、パンフレット
等による情報提供や啓発
の実施に努めます。

人権・男女
共同参画推
進室

地域経営室 3

3

3

④ 3

・男女共同参画に関する国際的比較等の
情報を収集し、資料を作成。パネル展
示、参画つうしんや男女共同参画セン
ターホームページに掲載して情報の提供
に努めました。

・公民館等をさらに活
用し、地域への啓発に
努めます。

・公民館等をさらに活
用し、地域への啓発に
努めます。

3

② 3

⑤

２２
国際的な規
範等の普
及・啓発

・男女共同参画に関する
国際的な動向に関連した
情報の収集と、男女共同
参画センターを活用し、
パンフレット等による情
報提供や啓発の実施に努
めます。
・女性相談の外国語版の
カードの配布

人権・男女
共同参画推
進室

・男女共同参画に関する国際的比較等の
情報を収集し、資料を作成。パネル展
示、参画つうしんや男女共同参画セン
ターホームページに掲載して情報の提供
に努めました。

3

3

男女共同参画セ
ンターの情報収
集・情報発信力
の強化が必要で
す。2

取組
評価

2.8

3

２３
国際的視点
を持った市
民の育成

・市内の学校や市民活動
団体が行う国際交流事業
を支援します。

地域経営室

人権・男女
共同参画推
進室

④

⑤

1

3

3

・市施策の取り組み推
進と予算確保に努めま
す。

33

3

3

②

3

3

事業の
方向

取組
評価

① 3

男女共同参画セ
ンターの情報収
集・情報発信力
の強化が必要で
す。

② 3

③ 3

④
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

９
国際的視野
に立った男
女共同参画
の推進

4

3

-

3

取組
評価

①

・市施策の取り組み推
進と予算確保に努めま
す。

①

⑤

・市民への継続した啓
発が必要です。

③

１０
国際交流及
び市内の外
国人との協
調

・市内の学校や市民活動
団体が行なう国際交流事
業を支援します。
・国際交流事業を通じて
男女共同参画推進に関す
る国際理解を深めます。
・友好交流都市等の交流
事業を通じて広い視野で
の男女共同参画を推進し
ます。

地域経営室

人権・男女
共同参画推
進室

２５
国際的人材
の育成と情
報の発信

・市内の学校や市民活動
団体が行なう国際交流事
業を支援します。ホーム
ページの活用など、情報
の収集、発信について検
討します。

２６
国際交流の
推進

・県のワーキングチームで意見交換を
し、情報を入手している。
・外国人の人口が少ないため、現在、相
談や要望も少ない。

・市内２中学校において、非核平和コン
サートを開催し、幅広く「戦争の悲惨
さ」「平和の尊さ」「命の大切さ」を伝
えました。
・市役所市民ロビーにて、非核平和原爆
パネル及び戦争体験記展示を行い市民に
啓発しました。

・特に支援や要望の声がなかった。
・活動している団体には、国や県のワー
キングチームからの情報があれば情報交
流センターのＨＰをはじめ、チラシ等に
て提供している。

4

総務室

学校教育室

地域経営室

人権・男女
共同参画推
進室

・市施策の取り組み推
進と予算確保に努めま
す。

3

２４
平和教育の
推進

・非核平和都市宣言によ
る「核兵器の廃絶と戦争
のない恒久平和への願
い」を市民に対して啓発
するための事業を実施し
ます。

3

4

事業の
方向

①

②

継続して事業の
推進と予算の確
保をお願いしま
す。3

3

更なる啓発をお
願いします。

3.8

4

継続して事業の
推進と予算確保
をお願いしま
す。3

④

1

4

④ -

取組
評価

3.0

事業の
方向

⑤ 4 4

3

1

② 3

③ 3

④ 3

⑤ 3

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

② 3

3 3

3

③ 3 3

3

3 3
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

１０
国際交流及
び市内の外
国人との協
調

4

3

4

・こども支援センターかがやきにおいて
国際結婚者を対象に交流の場を提供して
います。(参加者総数　43人）
・子育て関連の情報については、英語、
ポルトガル語表記で提供しています。

・各教科の学習や「総合的な学習の時
間」、「道徳」等において世界の多様な
文化や価値観に触れ、国際社会の一員と
しての意識を高めることができた。
・ＡＬＴを派遣し、国際理解教育及び外
国語活動を進めた。（小学校3名　中学校
２名）

・更なる取組の推進と
各校の取組の交流が必
要です。

③

２８
外国人への
子育て支援

・「国際理解教育」を進
める中で、国際社会の一
員としての意識を高め、
世界の多様な文化や価値
観に触れ、男女共同参画
の推進に向けた取組を理
解し、自国の状況を見直
す学習を進めます。（年
間３時数程度）
・ＡＬＴ（外国語指導助
手）を派遣し、国際理解
教育及び英語活動を進め
ます。（小学校２名　中
学校２名）

学校教育室

・子育てに係る各種の支
援制度やサービスについ
て、外国人にもわかりや
すい情報提供に努めま
す。

子ども家庭
室

２７
ＡＬＴ（外
国語指導助
手）の配置

4

①

更なる取り組み
の推進をお願い
します。4

4

4

-

4

② 4

-

④ 4

⑤

・外国人への情報提供
を行うための資料等の
作成については、各事
業の単独室の取り組み
より、全庁的な取り組
みが効率的で有効的で
あることから、その対
応の検討が必要であり
ます。

4

4

3

① 4

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

２９
外国人への
環境の整備

・市民活動団体と協力し
ながら、日本語や日本文
化についての学習の機会
を提供します。

地域経営室

・県のワーキングチームで意見交換を
し、情報を入手している。
・外国人の人口が少ないため、現在、相
談や要望も少ない。

・市民活動団体の側面
支援に努めます。

3

3

3

① 3

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

全庁的に取り組
めるよう取り組
みの検討が必要
です。

② 3

③ 4

④ 4

⑤ 5 5

取り組みの推進
をお願いしま
す。

② 3

③ 3

④ 3

⑤ 3 3
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価第１次評価

具体的施策

２０１２（Ｈ２４）年度

施策の方向
評価コメント

男女共同参画の
視点での評価

１０
国際交流及
び市内の外
国人との協

調

３０
外国人への
情報等の提
供

・必要に応じて生活ガイ
ドブック等の改訂を行い
ます。ホームページの充
実を行います。

地域経営室

広報対話室

３１
外国人の相
談体制と
ネットワー
ク

・外国人が日常生活等の
相談ができる市民活動等
の情報を提供すると共に
在住外国人を中心に日本
文化の体験機会を提供し
ます。

地域経営室

人権・男女
共同参画推
進室

・県のワーキングチームで意見交換を
し、情報を入手している。
・外国人の人口が少ないため、現在、相
談や要望も少ない。

・生活ガイドブックを
はじめ、外国人への日
常生活の情報提供の方
法を検討します。

3

3

3

3

⑤ 3 3

事業の
方向

・県のワーキングチームで意見交換を
し、情報を入手している。
・外国人の人口が少ないため、現在、相
談や要望も少ない。

・更なる情報提供等支
援に努めます。

3

3

3

3

3 3

事業の
方向

取組
評価

① 3

外国人への日常
生活での情報提
供方法の検討を
お願いします。

② 3

③ 3

④ 3

取組
評価

1 3.0

① 3

更なる支援をお
願いします。

② 3

③ 3

④ 3

⑤

1 3.0
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基本目標 Ⅱ　あらゆる分野への男女共同参画の推進

数値目標

H24年度実績 中期〔Ｈ24年度〕目標値
24.6％
（H25.4) 45%
4

（H24年度） 0
25.9％
24.0％

（H24年度）

40％
25％

2人
（H24年度） 増加させる

6人
（H24年度） 増加させる

8.6％
（H15．11） 30% (次回調査時)

― 14地域
21団体
5個人

（H25年度）
30団体

8家族
（H24年度） 3家族

重点課題 　④　政策等の立案及び決定への男女共同参画の推進

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

30団体

8家族

増加させる

増加させる

30% (次回調査時)

15地域

後期〔Ｈ27年度〕目標値

45%

0

40%
25％

１１
市の政策方
針決定過程
への女性の
参画促進

⑤ -

事業の
方向

取組
評価

-

③ 4 4

④ - -３２
市の審議会の
委員の構成

・名張市審議会等の設置
及び運営に関する指針の
運営を進め、女性の審議
会等の登用比率を高めま
す。

・平成24年5月に行った審議会等の状
況調査（平成24年4月1日時点）の結果
を庁内公開しました。
・平成24年5月に状況調査結果の報告
とあわせて指針に基づく取組の推進と
保育付の推進について、各所属へ依頼
しました。
・平成25年4月1日現在の審議会等にお
ける女性比率は24.6%でした。(女性委
員数172人／委員総数700人）

・男女比に留意しつつ
も、関係団体の代表者
又は団体からの推薦に
より委員選任すること
が多い現状から、目標
値（男女いずれかが
40％を下回らない）を
満たすことが困難な状
況がある。

小・中学校における女性校長の人数（23校）

小・中学校における女性教頭の人数（23校）

「ポジティブ・アクション」の認知度

名張男女共同参画推進ネットワーク会議（主体的に推進）加入団体数

地域における男女共同参画推進員の配置数

項　　　　　　　　目

審議会等への女性の登用率

女性のいない審議会等の解消

市役所における女性管理職の割合　　　　全体　　　一般職

農業従事者の家族経営協定締結数

２０１２（平成２４）年度

行政改革推
進室

各室

施策の方向 具体的施策

第１次評価 第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

① 4 4

困難な中でも目
標値を達成でき
る方法の検討を
お願いします。

② - -

1 4.0
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

3

4

⑤

事業の
方向

③

④

3.0

3 3①

審議会委員の選
出過程を把握
し、公募による
女性委員枠の確
保などの検討が
必要です。

④ 3 3

3

3 3

取組
評価

1

引き続き市内事
業所のけん引役
としての取り組
みをお願いしま
す。

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

3

-

3

3

企業への資料提
供や啓発に、人
権・同和問題企
業研修会に先駆
けて実施する企
業訪問を有効活
用してくださ
い。

3

4

3

取組
評価

3.4

4

3 3

4

3

３３
女性人材リス
トの整備と市
民公募

・人事評価制度や職員研
修による人材育成や能力
開発等を通じ、女性職員
の能力活用及び管理職登
用を促進します。

人権・男女
共同参画推
進室
 
商工経済室

３４
市の率先実行

３５
事業所等にお
ける女性の参
画促進

・企業へ啓発パンフレッ
ト等配布し、女性の参加
促進のための支援に努め
ます。
・関係団体と連携し、研
修会を開催し、参加を呼
びかけ啓発に努めます。
・男女共同参画セン
ター、公民館を活用した
啓発を図ります。

・市民活動団体等、女性
の人材発掘に努め、リス
トの整備を進めていきま
す。
・審議会の活性化に努め
ます。
・各種審議会等の委員に
ついて市民公募を実施し
ます。

・審議会の設置要綱に
定めている委員構成が
あて職になっているこ
とが多いことから、見
直し等の検討や各種団
体の長に女性の登用へ
の検討が必要です。
・女性の登用を推進す
る方策の一つとして、
女性の人材リストの整
備の検討が必要です。

・人材育成事業は実施しましたが、人
材リストの整備はできませんでした。
・審議会の設置及び運営に関する指針
の中で、公募制を取り入れることをあ
げており、会議の活性化を図っていま
す。

人権・男女
共同参画推
進室

各室

・前年度の人事評価制度の実施を踏ま
え、対象者を順次拡大したなかで試行
導入を行いました。平成２５年度から
管理職に対し本格実施していくこと
で、能力・実績本位による管理職登用
の促進を図ります。

・人事評価制度を全職
員に早期に導入し、人
材育成を図るととも
に、男女を問わず、能
力・実績に基づいた積
極的な管理職登用を促
進していきます。

・働き方を見直し、男
女が共に働きやすい職
場環境づくりに向けて
積極的に取り組む企業
等への表彰・認証制度
を関係室と連携し、活
用・促進を図っていく
ことが課題です。

1

１１
市の政策方
針決定過程
への女性の
参画促進

① 3

② 3 3

③ 3 3

3

⑤ - -

3

事業の
方向

②

人事研修室

・関係室と合同で企業訪問し、ワーク
ライフバランスに関するチラシ配布に
よる啓発を実施しました。
・企業を訪問しフォーラムへの参加
や、三重県が実施する男女がいきいき
と働いている企業への表彰・認証制度
への応募を呼びかけました。名張市で
初めて、企業の参加があり、１社認証
登録されました。

①

②

③

④

⑤

１２
事業所・市
民活動団
体・地域組
織における
積極的改善
措置（ポジ
ティブ・ア
クション）
の普及・促
進

22



計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

2

2

3

3

事業の
方向

調査の実施をお
願いします。

2.0

22

2

2

3

3

3

取組
評価

2 3.0

3.0

3

4

3

3

事業の
方向

取組
評価

1

・名張市におけるあらゆ
る分野での女性の人材の
登録に努め広報等により
広く市民に周知します
・ホームページを活用
し、情報の提供に努めま
す。
・男女共同参画センター
での情報の提供に努めま
す。

３８
情報の提供

・「女性が活躍できる職
場づくり」のための取組
計画を2006年度樹立され
た事業所に対し、継続的
な女性の参画状況等につ
いて調査を実施します。
　　対象事業所数　5社

商工経済室

人権・男女
共同参画推
進室

人権・男女
共同参画推
進室

３７
「男女共同参
画推進員」の
設置（再掲）

・男女共同参画セン
ター、公民館を活用し啓
発に努めます。
・男女共同参画推進員を
設置します。
　　設置目標　　3地区

３６
積極的改善措
置（ポジティ
ブ・アクショ
ン）の推進

・関係機関と協力し
て、女性参画状況の継
続的な調査を実施して
いく必要があります。

・女性の管理職への登用等、参画状況
等について調査を実施できませんでし
た。

人権・男女
共同参画推
進室

広報対話室

3
・あらゆる分野での活躍する女性の情
報として、フレンテみえ発信の情報誌
等を地域公民館や、関係機関へ提供し
ました。
・三重県チャレンジサポーターの活動
の中で、県内で活躍する女性を紹介
し、ロールモデルとして発信しまし
た。
・男女共同参画センターでは、フレン
テ三重が発刊した「三重の女性史」
や、関連書籍、ビデオの貸出しをして
います。

・地域での男女共同参
画意識の向上を図るこ
とが重要であり、地域
へ出向いて出前講座な
どを実施していく必要
があります。
地域づくり組織代表者
への理解と協力を図る
必要があります。

・人材リスト作成につ
いて、関連室と協議し
ながら整備に努めてい
きます。

・地域推進員の設置には、地域づくり
組織の理解が必要であるため、地域づ
くり組織代表者会議において、地域に
おける男女共同参画推進への理解と協
力を依頼しました。また、名張男女共
同参画推進ネットワーク会議から地域
づくり組織へ男女共同参画社会に関す
るアンケート調査を行いました。
対象：市内15の各地域づくり組織代表
者等
調査数：150人　回収率：94.7％

⑤

事業の
方向

1

② 2

③ 2

④ 2

2

取組
評価

地域推進員設置
実現のための条
件整備に向けた
取り組みが必要
です。

② 3

③ 3

④ 3

⑤ 3

3

①

3

情報収集・情報
発信力の強化が
急務です。

② 3

③ 3

④ 3

⑤ 3

１２
事業所・市
民活動団
体・地域組
織における
積極的改善
措置（ポジ
ティブ・ア
クション）
の普及・促
進

①

１３
男女共同参
画に向けた
人材発掘と
育成

①
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

4

事業の
方向

1 4.0

4

環境の整備をお
願いします。

② 5

3

引き続き啓発に
取り組むととも
に、効果測定、
検証を行い啓発
手法の検討も必
要です。

3

3

4

3

-

4

3

⑤

3

4

4

4

4

1

①

①

３９
講座や学習機
会の提供によ
る人材の育成

・女性職員の管理職登用
に向けた派遣研修等の充
実に努め、年１回以上の
研修を実施します。

・日本女性会議、フレン
テみえ主催の学習会等の
情報を提供し、人材育成
します。

人権・男女
共同参画推
進室

人権・男女
共同参画推
進室

・女性職員に限らず、誰もが受講しや
すい研修に努めました。昨年度から実
施している「所属別職員専門研修」
は、意欲ある職員に対し研修の機会を
提供する制度ですが、そのなかで女性
職員の受講率は全体の55％でした。

・さらなる機会の提供
に努めていきます。

・広報やホームページ、参画つうしん
等により日本女性会議やフレンテみえ
主催の学習会等の情報を提供しまし
た。
・「新しい公」委託事業で人材育成講
座を実施しました。
　　「男女共同参画ＡtoＺ」
　　2回連続講座　講師　伊田広行

・ワーク・ライフ・バランスの推進の
ため、「父親のワーク･ライフ・バラ
ンス」の冊子を作成し、母子手帳発行
時に配布しました。
・男女共同参画週間時に、市役所ロ
ビー、男女共同参画センター、地区公
民館等において、チラシや啓発パネル
等で啓発を実施しました。
・「男の料理教室」の実施時に、あわ
せて男女共同参画についての理解を深
めるため座談会を実施し、意識啓発に
努めました。

4

人事研修室 ④ -

⑤ 3

・「所属別職員専門研
修」を周知するととも
に、さらに受講しやす
い環境整備を図りま
す。

・家庭における固定的
性別役割分担意識は、
年齢が上がるほど根深
く残っているため、啓
発内容がより多くの市
民に届くよう工夫が必
要です。

１３
男女共同参
画に向けた
人材発掘と
育成

①

・男女共同参画をテーマ
とした講演会、学習会を
実施します。
・男女共同参画セン
ター、公民館を通じた啓
発を行います。
・男の料理教室を継続し
ます。

重点課題　　⑤家庭・地域における男女共同参画の推進

4

４１
仕事と家庭の
両立等の啓発

１４
家庭生活に
おける男女
共同参画の
推進

４０
市における女
性の管理職の
登用

さまざまな主体
が実施する講座
や研修会等、学
習機会に関する
情報を広く提供
し、より多くの
参加者を発掘す
る必要がありま
す。

② 4

③ 4

④ 4

3

事業の
方向

取組
評価

3.8

⑤ 4

③ - 3

3
事業の
方向

取組
評価

1 3.3

4

3

②

③

④

取組
評価

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

④

①

②

3

3

⑤ 4

4

4

4

４４
「男女共同参
画について考
える日」の啓
発（再掲）

・「仕事と家庭の両立に
関する意識啓発推進事
業」を事業所へ啓発し、
研修参加を促進します。
　　参加事業所数　3社

人権・男女
共同参画推
室

・地道で継続的な啓発
が必要です。

・三重労働局のチラシでの掲示啓発に
協力しました。

・仕事と家庭の両立に
関して事業所に啓発を
行い、研修参加を促し
ます。

商工経済室

・広報、ホームページ（市・男女共同
参画センター）、男女共同参画つうし
ん等多様なメディアを活用し啓発を図
りました。
・男女共同参画つうしん、啓発・講座
のチラシ等、継続的に地域の公民館へ
配布し啓発を実施しました。
・男の自立をテーマとした、男の料理
教室を実施しました。参加者は１6名
でした。

・家庭における固定的
性別役割分担意識は、
根深く残っているた
め、継続した啓発が必
要です。

・各種のメディアを活用
し、啓発を図ります。
・男女共同参画セン
ター、公民館を通じた啓
発を行います。
・男の料理教室を継続し
ます。

人権・男女
共同参画推
進室

引き続き啓発に
取り組むととも
に、効果測定、
検証を行い啓発
手法の検討も必
要です。

34

事業の
方向

取組
評価

１４
家庭生活に
おける男女
共同参画の
推進

４３
労働時間短縮
の啓発

４２
家庭生活にお
ける男女共同
参画の推進

・毎月22日に合わせて庁内の電子掲示
板で男女共同参画について考えるきっ
かけとなるような啓発文章や、講演会
のお知らせなどを全庁的に情報発信し
意識啓発を促しました。
・毎月22日の前後数日間、男女共同参
画センターにおいて「男女共同参画に
ついて考える日」啓発ののぼりを掲示
しました。
・6月の男女共同参画週間時には、市
民団体、市職員とともに大型スーパー
や駅など市内10箇所において、街頭啓
発を実施しました。市役所において
は、男女共同参画宣言都市の懸垂幕の
掲示、ロビーでのパネル展示を実施し
ました。

・毎月22日の「男女共同
参画について考える日」
の記事を、広報に掲載し
市民への浸透を進めま
す。
・市民団体との協働によ
る街頭啓発を実施しま
す。
・男女共同参画セン
ター、庁内掲示版を活用
した啓発を行います。

事業の
方向

取組
評価

③

1 3.0

3

3

継続的な啓発を
お願いします。

② 4 4

③ 4 4

④

① 4

1 3.6

4

3

⑤ 3 3

取組
評価

1 4.0

4

4

4

4

4

地道な啓発活動
の継続ととも
に、効果測定、
検証を行い啓発
手法の検討も必
要です。

② 4

③ 4

④ 4

⑤ 4 4

①

事業の
方向

3
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

４７
地域活動団体
への配慮の働
きかけ

４５
市民への意識
啓発

４６
地域活動にお
ける女性の
リーダーとし
ての参画

・お互いの活動を尊重
する気運を高める啓発
を引き続き行います。

地域経営室

学校教育室

人権・男女
共同参画推
進室

総合窓口セ
ンター

・「父親のワーク･ライフ・バラン
ス」の啓発パンフレットを作成しまし
た。母子手帳発行時に配布して意識啓
発を行いました。
・市民ロビーの案内コーナーに啓発チ
ラシを配架し市民への意識啓発に努め
ています。

地域経営室

学校教育室

・各地域づくりでの活動が発展的に円
滑に進むように支援している。まちづ
くり活動に参画する人材を多く発掘す
るための人材育成講座（新しい公とし
て）を実施した。

・継続して啓発パンフ
レットを作成し意識啓
発が必要です。

・母子手帳交付時に、
「父親のワークライフバ
ランス」の啓発用冊子を
配布します。
・各種届出窓口に啓発チ
ラシ等配布し、市民への
意識啓発に努めます。

・地域活動への男女共同
参画を促進します。

・地域づくりの方々には計画の段階
で、なるべく多くの方に参加していた
だけるよう、配慮をしていただいてい
る。

・お互いの活動を尊重す
る機運を高める啓発を行
います。

・地域活動への男女共
同参画を努めます。

是非、よろしく
お願いします。

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

3

3

3① 3

引き続き啓発を
お願いします。

3

1 3.0

3

3

3

③ 3

④

4

4

4

4①

⑤ 4

4
従来の啓発手法
に加え、市役所
や男女共同参画
センターホーム
ページの積極的
な活用を検討す
る必要がありま
す。

② 4

③ 4

④ 4 4

事業の
方向

取組
評価

3

③ 3

3⑤

4.0

3

① 3

② 3

④ 3 3

3

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

②

1

１４
家庭生活に
おける男女
共同参画の
推進

１５
地域社会に
おける男女
共同参画の
推進
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

重点課題　　⑥働く場における男女共同参画の推進

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

４９
地域課題への
女性の参画

・地域づくり組織の活
動との連携を強化する
必要があります。
・関係機関と連携し、
男の料理教室などの講
座実施による意識啓発
を図ります。

文化生涯学
習室

地域経営室

人権・男女
共同参画推
進室

商工経済室

・商工会議所と連携し男女雇用機会均
等法や育児・介護休業法等に関するセ
ミナーの情報提供と参加の呼びかけを
行いました。

５０
情報提供とセ
ミナー等の開
催

・地域活動への女性参画
が促進されるよう、人材
育成に取り組みます。

・各地域づくりでの活動が発展的に円
滑に進むように支援している。まちづ
くり活動に参画する人材を多く発掘す
るための人材育成講座（新しい公とし
て）を実施した。

・公民館活動において、男女共同参画
に関する生涯学習メニューや機会の提
供に努めました。
・自身と地域の栄養改善や健康づくり
推進のために、ボランティア活動を実
践している食生活改善推進員と連携
し、武道交流館いきいきにおいて、男
の料理教室を開催しました。（３回講
座　１６人参加)

・公民館において、男女
共同参画に関する講座及
び啓発セミナー等や、イ
ベントを開催します。
・地域の各種イベントの
機会をとらえて男女共同
参画を啓発します。
・市民活動団体と連携
し、男の料理教室を継続
します。

地域経営室
　
危機管理室
　
男女共同参
画推進室

４８
地域活動への
参画の推進

・三重労働局が実施する
男女雇用機会均等法や育
児・介護休業法等のセミ
ナーには、事業主や人事
担当者に対し、積極的な
情報提供と参加を呼びか
けます。

・多様な考え方が生か
されるよう、地域に働
きかけます。

・市内事業主や人事担
当者への積極的な参加
呼びかけや制度周知に
努める必要がありま
す。

取り組みの継続
とともに、事業
の趣旨や目的の
再確認が必要で
す。

事業の
方向

取組
評価

1 3.8

4

4

4① 4

4

3

3

3

1

②

①

①

積極的な啓発を
お願いします。

4

1 3.6

4

3

4

4

③ 4

4

⑤ 3 3

3

引き続き積極的
な働きかけをお
願いします。

② 3

③ 3

④ 3 3

3.0

4

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

4

④ 3

⑤ 3 3

③

事業の
方向

取組
評価

④ 4

②

１６
職場におけ
る男女平等
と雇用機会
均等の促進

施策の方向

１５
地域社会に
おける男女
共同参画の
推進

具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

・関係機関と連携し、
企業への啓発を図るこ
とが課題です。

・市役所、男女共同参画センターの窓
口に、ワーク・ライフ・バランス等の
パンフレットを置き啓発に努めまし
た。
・関係室とともにパンフレット配布に
よる企業への普及啓発を行いました。
・企業訪問により、男女共同参画
フォーラムや、三重県企業表彰制度へ
の参加を呼びかけました。

商工経済室

人権・男女
共同参画推
進室

・市役所、男女共同参画センターの窓
口に、ワーク・ライフ・バランス等の
パンフレットを置き啓発に努めまし
た。
・関係室とともにパンフレット配布に
よる企業への普及啓発を行いました。

人権・男女
共同参画推
進室

・労働に伴う男女平等や雇用機会均等
法について、三重労働局雇用均等室と
調整を図り周知に努めました。

・企業へ啓発パンフレッ
ト等配布し、各種制度の
普及啓発、出前講座の啓
発に努めます。
・関係機関と連携し、研
修会を開催し参加を呼び
かけます。
・男女共同参画センター
を活用し、啓発に努めま
す。

・企業へ啓発パンフレッ
ト等配布し、各種制度の
普及啓発に努めます。
・関係機関と連携し、研
修会を開催し参加を呼び
かけます。
・男女共同参画センター
を活用し、啓発に努めま
す。

５３
職場の男女格
差是正及び職
域拡大

・労働相談の周知とハ
ローワーク伊賀等関係機
関との連携を図ります。

５２
労働相談の周
知

５１
出前講座等の
実施

・関係室と連携し、啓
発に努めます。

・指導機関となる労働
局に今後も協力し、更
に制度周知に努めてい
きます。

4

3

3

①

4 4

1 3.2

①

3

⑤ 3 3

関係機関と連携
を図り、積極的
に周知をお願い
します。

事業の
方向

取組
評価

1 3.6

③ 4 4

④ 3

1 3.0

3 3

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

① 3

出前講座をはじ
めとした身近な
学習機会につい
て周知を進める
必要がありま
す。

② 3

③ 4

④ 3 3

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

② 4 4

3 3

企業への資料提
供や啓発に、人
権・同和問題企
業研修会に先駆
けて実施する企
業訪問を有効活
用してくださ
い。

② 3 3

③ 3 3

④

１６
職場におけ
る男女平等
と雇用機会
均等の促進
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

・三重県労働局の短時間
勤務制度等について協力
します。

商工経済室

・関係機関と連携し、
企業への啓発を図るこ
とが課題です。

・関係機関と協力し
て、女性参画状況の継
続的な調査を実施して
いく必要があります。

・非正規雇用の就業条件の向上につい
ての啓発に協力しました。

・企業へ啓発パンフレッ
ト等配布し、各種制度の
普及啓発に努めます。
・関係機関と連携し、研
修会を開催し参加者に、
アンケート調査等により
実態調査に努めます。
・男女共同参画センター
を活用し、啓発に努めま
す。

５６
積極的改善措
置の働きかけ
（再掲）

・「女性が活躍できる職
場づくり」のための取組
計画を2006年度樹立され
た事業所に対し、継続的
な女性の参画状況等につ
いて調査を実施します。
対象事業所数　5社

５５
職場の実態調
査の実施

５４
就業条件向上
の啓発

人権・男女
共同参画推
進室

商工経済室

・女性の管理職への登用等、参画状況
等について調査を実施できませんでし
た。

・市役所、男女共同参画センターの窓
口に、ワーク・ライフ・バランス等の
パンフレットを置き啓発に努めまし
た。
・関係室とともにパンフレット配布に
よる企業への普及啓発を行いました。

人権・男女
共同参画推
進室

・非正規雇用の就業条
件の向上について名張
パートバンクや三重労
働局等と連携し協力し
ていきます。

①

3

3

連携を図り、更
なる職業条件の
向上をお願いし
ます。

事業の
方向

取組
評価

1 3.6

①

4 4

2

2

2

1 2.0

① 2

② 4 4

③ 4 4

④ 3 3

⑤ 3 3

2
実態把握のため
の具体的手法に
ついて、関係室
や庁内検討委
員、関係団体
（名張市人権・
同和教育推進協
議会、名張市人
権センター）と
検討する必要が
あります。

② 2

③ 3 2

④ 3 2

⑤ 3 2

事業の
方向

取組
評価

調査の実施をお
願いします。

② 2

③ 2 2

④ 2

⑤ 2 2

事業の
方向

取組
評価

1 2.0

１６
職場におけ
る男女平等
と雇用機会
均等の促進
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

人権・男女
共同参画推
進室

商工経済室

契約検査室

人権・男女
共同参画推
進室

５７
男女共同参画
モデル事業所
の表彰（再
掲）

５９
農林業及び自
営業従事者へ
の意識啓発

５８
入札時におけ
る状況報告書

・JAとの協働のもと、農業機械の安全
管理について啓発するとともに、女性
の労働時間についても配慮した取り組
みを行いました。

・商工経済室と連携し
て、仕事と家庭の両立の
意識啓発を図ります。
・三重県が実施している
企業表彰の参加促進しま
す。

・関係機関とともに、パンフレットに
よる啓発を実施しました。
・三重県が実施している企業表彰の参
加について企業訪問し、呼びかけをし
ました。名張市で初めて、企業の参加
があり、１社認証登録されました。

・総合評価落札方式での入札を実施で
きませんでした。

・引き続き、三重県の
優良企業表彰制度をPR
し、名張市から応募す
る企業を出していくこ
とが課題です。

・農業を取り巻く環境
変化に応じた啓発等の
推進が必要です。

・総合評価落札方式の
評価点となる評価項目
について再検討を要し
ます。（男女共同参画
の評価項目については
現行どおり）

・本格導入を図ります。

農林資源室

・女性が安全で快適に就
業できるよう、農林業に
おける作業の安全の推
進、労働軽減技術の確
立、労働時間の適正化、
労働環境の点検、整備、
休日の取得などの推進を
していきます。
・あらゆる機会を捉えて
女性の地域活動等参加へ
の意識を向上させます。

取り組み継続と
ともに、被表彰
企業の市民への
周知や啓発への
活用も検討する
必要がありま
す。

4

4 4

事業の
方向

取組
評価

4

4

②

③

再検討し、総合
評価落札方式の
再試行をお願い
します。

事業の
方向

取組
評価

1 2.6

① 4 4

② 4

更なる啓発をお
願いします。

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

4 4①

② 4

④ 4 4

① 4

⑤ 3 3

1 3.8

3

③ 3 2

④ 3 2

⑤ 3 2

4

③ 4 4

④ 4 4

⑤ 4 4

１６
職場におけ
る男女平等
と雇用機会
均等の促進

１７
農林業や自
営業者等へ
の支援
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

農林資源室

農業支援セ
ンター

商工経済室

６１
家族経営協定
等の促進

６２
女性経営者及
び女性リー
ダーの育成

６０
女性の農業経
営者等への参
画

・新規就農者に対し認定農業者への推
進を図りました。

・セミナーは開催されませんでした
が、チラシ配布等にて啓発活動を行い
ました。

・名張商工会議所の女
性部と、女性の能力発
揮促進事業のセミナー
開催に向け調整を進め
ます。

・家族経営協定の推進
に努めます。

・農業経営者クラブ・青空市グループ
などの女性を含む団体と各種事業を行
いました。

・農業を取り巻く環境
変化に応じた事業等の
推進が必要です。

・新規就農者に対し積極
的な認定農業者への推進
を行います。
・認定農業者更新時等に
家族経営協定の締結推進
を行います。

・女性グループの育成を
図り、自主的な研究や交
流などの取組みの支援を
します。
・女性農業者を対象とし
た講習会等を実施しま
す。

・名張商工会議所の女性
部や２１世紀職業財団と
連携し、女性の能力発揮
促進事業のセミナーを開
催します。
　　セミナー　年１回

4

4 4

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

① 4

セミナー開催に
向けて、積極的
に調整をお願い
します。

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

3

3①

① 4 4

引き続き取り組
みの推進をお願
いします。

② 4 4

③ 4 4

④ 4 4

⑤ 4 4

引き続き推進を
お願いします。

② 4 4

③ 4 4

④

⑤ 4

事業の
方向

取組
評価

4

② 3 3

1 4.0

3

③ 3 3

④ 3 3

⑤ 3

１７
農林業や自
営業者等へ
の支援
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

・三重労働局やハロー
ワーク等との関係機関と
連携を図り事業推進につ
いて協力します。

商工経済室
６５
チャレンジ支
援

６３
女性農業委員
の複数確保

６４
農業起業家へ
の支援

・三重労働局の事業啓発に協力しまし
た。

・農業経営者クラブ・青空市グループ
などの女性との協働により、消費者の
ニーズを把握し、消費者ニーズに見
合った生産に努めました。

・女性農業委員4名のう
ち選挙委員は1名であ
り、複数の女性農業委
員の擁立のため地域へ
の働きかけが必要で
す。

・今後も引き続き三重
労働局等の関係機関と
連携し、事業推進に協
力していきます。

・農業委員役員会及び農地・農政合同
部会での情報提供を促しました。
・夏休み親子クッキング教室を女性農
業委員4名が中心となって開催し、食
の安全や食育の大切さをＰＲしまし
た。
　その後、三重県農村女性アドバイ
ザー（食育をテーマとした寸劇を披
露）、新規女性就農者、県市の男女共
同参画担当者と女性農業委員が意見交
換を行いました。

・行政に求める相談事
項や要望事項が専門的
かつ多岐にわたってき
ているため、担当室と
して、より一層の研鑽
が必要です。

・農業委員役員会での情
報共有を促します。
・農業委員全体での情報
共有を促します。
・全国系統組織での申し
合わせを関係機関への情
報発信します。

・青空市や直売を意識し
た作付け品目等の指導を
します。
・女性が参加する青空市
グループや加工グループ
の育成や支援をします。
・周年を通した消費者
ニーズに見合った生産体
制を整備します。
・消費者ニーズの的確な
把握をします。

農林資源室

農業委員会

3 3

3 3

より一層取り組
みの研鑽をお願
いします。

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

4

4①

① 33

女性農業委員を
複数確保するた
めに、これから
も積極的な働き
かけをお願いし
ます。

② 3 3

③ 3 3

④

⑤ 3

事業の
方向

取組
評価

3

② 4 4

1 3.0

4

③ 4 4

④ 4 4

⑤ 4

① 44

関係機関との連
携を図り、更な
る啓発をお願い
します。

② 4 4

③ 4 4

④

⑤ 3

事業の
方向

取組
評価

3

1 3.6

１７
農林業や自
営業者等へ
の支援

１８
女性の就
労・能力開
発のための
支援
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

・ハローワーク伊賀や名
張パートバンクと連携を
図ります。

・チャレンジショップ等
新たに起業の要望等が出
て来た場合、具体的な支
援策について調整を図り
ます。

６７
起業支援

６８
再就職支援

６６
就業相談等

商工経済室

人権・男女
共同参画推
進室

商工経済室

商工経済室

・創業塾2012等の受講生を募集するな
ど、新たな起業についての支援を行い
ました。

・女性の再就職準備セミナーを三重県
と共済で実施しました。

・起業家への支援事業
については、商工団体
とともに情報提供に努
めていきます。

・名張パートバンク
や、おしごと広場みえ
と今後も連携を密に
し、女性の就業相談と
就労支援を進めていき
ます。

・必要に応じて再就職
セミナーの開催を計画
するとともに、情報提
供先や手段についても
充実させます。

・ハローワーク伊賀や名張パートバン
クと連携を図り、就労への支援協力を
行いました。

・三重労働局やハロー
ワーク等と連携し再就職
支援セミナー等の開催や
情報提供を促進します。

3 3

関連機関と連携
を図り、更なる
取り組みの推進
をお願いしま
す。

事業の
方向

取組
評価

1 3.6

①

4

③

4 4

1 3.4

①

3

⑤ 4 4

引き続き情報提
供の充実を図っ
てください。

事業の
方向

取組
評価

1 3.8

③ 4 4

④ 3

② 4 4

① 4

4 4

④ 3 3

⑤ 3 3

4 4

積極的な情報提
供をお願いしま
す。

② 3 3

③ 4 4

④

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

② 4 4

１８
女性の就
労・能力開
発のための
支援
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価２０１２（平成２４）年度

施策の方向 具体的施策

・事業主や事業主団体
へ「ワーク・ライフ・
バランス」について啓
発促進を拡充する必要
があります。

・市内の各事業所の取
組み内容を見据え三重
労働局等と調整しつ
つ、名張の課題につい
て、今後検討を進める
必要があります。

・若者就労相談の開催。
○いが若者サポートステーション
月2回実施　47名

・セミナーは開催できませんでした
が、三重労働局の「ワーク・ライフ・
バランス」の啓発について協力しまし
た。

商工経済室

人権・男女
共同参画推
進室

・仕事と生活の両立につ
いて、事業主や事業主団
体へ機会をとらえて、啓
発促進に協力します。
・ワーク・ライフ・バラ
ンスを推進するための手
法として、毎週1回｢ノー
残業デー｣として取組を
進めます。

・育児・介護休業法等に
関する制度周知につい
て、関係機関の事業推進
に協力します。

７１
フリーター等
への支援

６９
多様な働き方
の啓発及び支
援

７０
ワーク・ライ
フ・バランス
の啓発

・三重労働局の育児・介護休業法等の
啓発について協力しました。

・若者の就労相談につ
いては、数回にわたり
相談が必要な人もいま
すが、地道な活動から
最終的に就労に結びつ
けていきます。

・若者(ニート・若者無
業者）就労相談を開設し
ます。

　いが若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ
　　　　　月2回
　若者自立塾室生館
　　　　　月1回

商工経済室

人権・男女
共同参画推
進室

商工経済室

①

1 3.6

①

3 3

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

①

3

3

4

4

5

啓発方法を検討
し、周知をお願
いします。

事業の
方向

取組
評価

1 3.6

4

② 4 4

③

4 4

関連機関と連携
を図り、課題に
ついての検討を
お願いします。

② 4 4

③ 4 4

④

4

④ 3

⑤ 3

5

継続して地道な
活動をお願いし
ます

② 5 5

③ 5 5

④ 3 3

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

1 4.2

１９
働き方の見
直しの促進
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基本目標 Ⅲ　家庭生活と社会活動の両立支援

数値目標

H24年度実績 中期〔Ｈ24年度〕目標値

0人
（Ｈ20年度） 0人

125人
（Ｈ24年度）

350人

0.2％
（Ｈ24年度） 15%

重点課題 　⑦　次世代の育成

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

・次代の社会を担う子ど
もたちが健やかに産ま
れ、育成される環境を整
備し、子育てに夢や喜び
を感じることができるよ
う、子どもを取り巻く
様々な分野の施策を、総
合的に推進していくため
に「次世代育成支援行動
計画」を策定し、その計
画の推進管理を行いま
す。

施策の方向 具体的施策

項　　　　　　　　　　　　目

保育所待機児童の解消

ファミリーサポートセンター事業（会員数）

市の男性職員育児休業取得率

・平成２４年４月より、赤目保育所で
「名張市マイ保育ステーション」を本
格的に実施し、１６０名の登録があり
ました。昭和保育園では５月より実施
し、２０６名の登録がありました。

・家庭的保育事業（保育ママ）は平成
２５年度に実施できるよう検討協議し
ました。

・各マイ保育ステー
ション間の連携を
図りながら、地域での
子育てのサポートに関
わる団体との連携の図
り方について引き続き
検討が必要です。

・引き続き関連事業の
進捗管理を行っていく
こととします。

・「次世代育成支援行動計画（後期計
画）」及び「ばりっ子すくすく計画」
の関連事業の進捗状況調査を実施し、
その結果に基づき、2011(平成23)年度
の次世代育成支援行動計画関連事業進
捗状況を整理し2月に市ホームページ
に掲載しました。

２０１２（平成２４）年度

保育幼稚園
室
子ども家庭
室

・増大する保育ニーズに
適切に対応するため、公
立保育所の民営化を進め
ながら、多様な保育サー
ビスを効率的に提供しま
す。
・子育てを地域でサポー
トしていくための仕組み
づくりに取り組むととも
に、子育て支援に関する
ＮＰＯなどの組織化を推
進します。

７２
子育て支援の
充実

７３
次世代育成支
援行動計画等
の推進

子ども政策
室

第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

①

5

4

4

4

①

5

取組
評価

1 4.2

⑤ 4

5 5

1 5.0

- -

事業の
方向

２０
安心して子
どもを産
み、育てら
れる医療・
保育・育児
環境の整備

4

連携を強化し、
今後も順調に取
り組んでいって
ください。

② 4

③ 5

④ 4

4

事業の
方向

5

引き続き進歩管
理をお願いしま
す。

② 5 5

③ - -

④

⑤

取組
評価

後期〔Ｈ27年度〕目標値

0人

375人

15%
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

事業の
方向

取組
評価

検討を重ね、適
正な計画の策定
をお願いしま
す。

７５
保育所の民営
化の推進

――
(Ｈ23年度で保育所の民営

化
推進終了)

７４
「名張市特定
事業主行動計
画」の推進

・2009年度改定の「名張
市特定事業主行動計画」
に基づき女性職員が働き
やすい環境づくりを促進
します。育児休暇制度等
の取得向上をめざし、職
員理解を得るための研修
等を実施します。

子ども政策
室
保育幼稚園
室

・2013(平成25)年度か
ら策定していく｢市町村
子ども・子育て支援事
業計画｣において、就学
前教育・保育施設の適
正規模･適正配置の方針
や幼児教育･保育の方針
を検討していく必要が
あります。
・国の定める基本指針
を踏まえ、｢市町村子ど
も・子育て支援事業計
画｣を策定する必要があ
ります。

・｢子ども･子育て関連３法｣が成立し
たことを受け、｢市町村子ども・子育
て支援事業計画｣の策定が今後、義務
付けられます。このことからその策定
に向けた利用ニーズ把握のための試行
調査を実施しました。

・第２次定員適正化計
画に基づき職員数の抑
制を推進している中
で、職場の理解度を高
める必要があると考え
ます。
・補充職員の確保が必
要であると思います。

・「公立保育所民営化実施計画」に基
づき保育所の民営化を推進し、子育て
支援の課題である保育所の待機児童の
解消や保育の充実を図り、安心して生
み育てられる子育て環境づくりを推進
しました。
　　実施保育所　４園

・就学前教育、保育施
設適正配置計画は、
2013(平成25)年度から
策定していく｢市町村子
ども・子育て支援事業
計画｣に盛り込み、総合
的に検討します。

・育児休暇取得等の制度整備は国に準
じて図ってきました。研修等の開催に
ついては実施できませんでした。

子ども政策
室
保育幼稚園
室
学校教育室
教育総務室

７６
幼稚園・保育
所の連携及び
一元化の推進

人事研修室

・前年度審議成果を踏ま
えた就学前教育・保育施
設適正規模・適正配置計
画及び幼児教育のあり方
方針の策定

-

① 5

計画と照らし合
わせ、総合的な
検討をお願いし
ます。

事業の
方向

取組
評価

2

-

-

5

④ 5

⑤

２０
安心して子
どもを産
み、育てら
れる医療・
保育・育児
環境の整備

-

-

5

5

事業の
方向

-

-

-

4

環境の整備をお
願いします。

② 3

③ -

④ -

⑤ -

② -

-

取組
評価

1 3.5

① 5

③

5 5

5.0

① 5

-

③ -

④ 5 5

②

- -

1 5.0

⑤
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

効果的な情報発
信の検討をお願
いします。

援助者の会員拡
大をお願いしま
す。

・保健センターの「こんにちは赤ちゃ
ん事業」での周知や、施設見学時など
には積極的に啓発に努めました。また
緊急サポート事業も実施され、支援内
容が充実されました。
　援助会員　　３９人
　依頼会員　１１７人
　両方会員　　３１人
・交流会・研修会は年２回実施しまし
た。

・昨年度より緊急サ
ポート事業が一本化さ
れたことに伴い、病気
等の子どもを預けたい
依頼会員からの申請を
充分支援するために
は、援助者の会員拡大
が課題となっていま
す。

①

・サークルで集ってい
ても連絡協議会に入会
してなかったり、サー
クルの構成人数が減少
するなどの状況が見ら
れるため、効果的な情
報発信の必要性があり
ます。

・こども支援センター
「かがやき」における子
育てに関する相談や子育
て支援センター「つく
し」における保健に重点
をおいた子育て相談を実
施します。
・子育てサークルを支援
するとともに、子育て支
援ボランティアの養成な
どを行ないます。
・父親の積極的な子育て
参加の促進のための定期
的・継続的な事業を実施
します。

・事業の利用促進や会員
増を図るため、制度の周
知や会員登録の啓発等を
行います。
・会員間の交流を図るた
めの交流会や研修会等を
開催します。
・軽い病気または、病気
回復期にある児童や夜間
及び宿泊を伴う児童の預
かりに対応する「子育て
支援緊急サポート事業」
のサポート体制の充実と
ともに、制度の周知を図
ります。

７８
子ども支援セ
ンターの充実

子ども家庭
室

子ども家庭
室

７７
子育てネット
ワークの拡充

子ども家庭
室

組織間の連携の
強化をお願いし
ます。

事業の
方向

取組
評価

1 3.4

3 3

② 3 3

4② 4

③ 4
２０
安心して子
どもを産
み、育てら
れる医療・
保育・育児
環境の整備

4

1

・子育て支援に関するＮ
ＰＯなどの組織化を推進
します。
・子育て支援団体への活
動場所や情報の提供を行
うとともに、団体間の
ネットワーク化に努め、
行政と子育て支援団体の
協働による子育て家庭へ
の支援に取り組みます。

７９
ファミリーサ
ポートセン
ター事業の充
実

・子育てサークルの連携を図るため、
連絡協議会を設置し、サークル間の情
報交換と対外的な情報発信を行うた
め、年数回情報紙を発行しています。
・子育て支援団体（こども支援セン
ターかがやき登録団体）が現在6団体
であり、ネットワーク会議も２回実施
しました。

・すでに組織化されて
いるＮＰＯ法人のかが
やき支援者団体への加
入があり、新たな組織
を立ち上げるのではな
く、すでにある組織と
の連携について今後も
推進します。

【かがやき】
・土曜日の開館は父親の利用者も多
く、積極的な育児参加の状況が見られ
ます。土曜日の父親のための広場には
年間で348名の参加があり昨年度を大
きく上回りました。
・子育てサークル連絡協議会への支援
を積極的に行い、現在8団体の登録が
あります。ボランティアの養成は毎年
行い、今年度は10名の登録があり活動
者は52名になっています。
【つくし】
保育士による育児相談及び看護師によ
る保健相談を電話、面接によりそれぞ
れ週６回実施しました。

3 3

④ 4 4

③

4 4

① 33

⑤

⑤ 4 4

4④ 4

取組
評価

5 5

② 5 5

3.8

①

事業の
方向

5 5

④ 5 5

③

⑤ 5 5

事業の
方向

取組
評価

1 5.0
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

引き続き積極的
な取り組みをお
願いします。

８１
休日保育等の
取組み

８２
放課後子ども
プラン

・名張西保育所において
休日保育を実施するな
ど、保護者の生活実態及
び意向を十分踏まえた保
育を実施します。
・名賀医師会との連携を
進め、病後児保育の実施
に向けた取組を推進しま
す。

・民間保育所の誘致や家
庭的保育事業(保育ママ制
度)、認定子ども園制度、
幼稚園の預かり保育など
の多様な保育の取組み
や、認可外保育施設との
連携により、保育サービ
スの拡充を図ります。

･施設改修を行った上で、蔵持保育園
の０歳児９名の増員をし、入所受け入
れを８月より行いました。

・申込者に理解を得て、申込者の第１
希望保育所(園）から第２、第３希望
保育所（園）への入所調整を行い、受
け入れを行いました。

・家庭的保育事業（保育ママ）は平成
２５年度に実施できるよう検討協議し
ました。

保育幼稚園
室

２０
安心して子
どもを産
み、育てら
れる医療・
保育・育児
環境の整備

保育幼稚園
室

８０
保育所待機児
童の解消

・０．１．２歳児の入
所希望と育児休暇明け
予約の入所希望が増加
しており、年度初め及
び年度途中の児童の受
入には、保育士の配置
が不可欠であることか
ら、臨時保育士の確保
に一層努める必要があ
ります。
・「就学前教育・保育
施設検討部会」の答申
を受けて、待機児童解
消に向けて,  施設の適
正配置・適正規模を検
討していく必要があり
ます。

・多様な保育ニーズに
対応するために、既存
の就学前教育･保育資源
の有効活用や民間保育
園活力の導入、地域･関
係機関等との連携につ
いて引き続き検討して
いく必要があります。

･民営化された名張西保育園で休日保
育を引き続き実施しました。
・夜間保育については、民間保育園
（認可外）ひまわり園が実施していま
す。
・病児、病後児保育については、引き
続き検討されている小児医療センター
及び療育センターに加え、民間の医療
施設での実施で検討をすすめて行くこ
ととしています。
・名張市子育て支援緊急サポート事業
でサポート会員による「軽い病児・病
後児および緊急時の預かりや、宿泊預
かり」を実施しています。

・地域の負担が過大と
ならないように取り組
み方法の改善が求めら
れています。
・放課後児童クラブで
の利用児童数は、増加
の一途をたどってお
り、保育環境の整備、
指導員の人材確保等の
検討が必要です。

文化生涯学
習室
子ども家庭
室

・保護者の就労支援の観
点から、放課後子どもプ
ランを推進します。
・放課後子ども教室の充
実により、土・日曜日等
の子どもの居場所を増や
します。
・放課後児童クラブは、
開設時間や利用要件の拡
大及び活動場所の充実を
図ります。

・各種活動を担う市民活動団体の連携
と交流を図り、より積極的なボラン
ティア活動が求められています。
・放課後児童クラブ指導員の福利厚生
の充実、障害児受け入れ基準等運営委
員会への委託料の見直しを行いまし
た。

4.2

4

①

4

5

取組
評価

5 5

4

4

1 4.2

4

4

4

5

① 4

② 4

③ 5

④ 4

⑤

① 4 4

4

事業の
方向

取組
評価

1

関係機関との連
携を図り、更な
る充実を図って
ください。

② 4

③ 5

④ 4

⑤ 4

事業の
方向

方法の改善を
し、負担軽減を
お願いします。

② 5 5

③ 5 5

④ 5 5

⑤ 5 5

取組
評価

事業の
方向

3 5.0
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

８４
一人親家庭自
立支援

２１
一人親家庭
が安心して
暮らせる環
境の整備

８５
一人親相談事
業の充実

・母子自立支援員の資質
の向上を図るとともに、
関係機関の施策の動向の
把握に努め、福祉制度等
に係る情報提供や、就業
など自立に向けた相談・
助言を行ないます。

・母子自立支援員を配置し、福祉制度
等に係る情報提供や、就業など自立に
向けた相談・助言を行いました。

・さまざまな支援制度を
有効に活用し、子育て支
援、生活支援、修学支
援、就業支援、経済的支
援を行ないます。
・父子家庭に対しても、
国の施策に基づき、児童
扶養手当の支給をはじめ
とする生活支援施策を実
施します。

⑤

④

子ども家庭
室

子ども家庭
室

市立病院

地域医療室

・相談業務の充実を図
るため、より一層関係
機関との連携を図ると
ともに、母子自立支援
員の資質向上に努めて
います。

２０
安心して子
どもを産
み、育てら
れる医療・
保育・育児
環境の整備

・小児医療・救急医療・
産婦人科医療体制の充実
に向けて取り組みます。
・小児科医師の増員をは
かり、市立病院小児医療
センターの設置に努めま
す。

８３
小児医療・救
急診療、産婦
人科医療体制
の整備

②

③

④

・昨年度に引き続き修業期間の全期間
が支給対象となりましたが、国からの
決定・周知が遅く、また課税世帯の支
給額が減額されたことが敬遠され、新
規申込者はいませんでした。
　自立支援教育訓練給付金 ０人
　母子家庭高等技能訓練促進費 ８人
・関係窓口と連携し、受給対象の父子
家庭に対して、児童扶養手当が受給出
来る旨を周知しました。

・救急医療、産婦人科
の充実及び小児医療セ
ンターの設置について
は、現行の医療体制の
的確な評価や市民ニー
ズ等を基にして今後の
方向性を定める必要が
ある。

・平成２４年１０月から時間外の小児
二次救急実施日を増やしました。（二
次救急当番日に加えて、二次救急当番
日以外の日曜日と火曜日）

・本年度より課税世帯
の月額が減額され、ま
た次年度からは修業期
間の上限が2年となり、
大変厳しい状況となっ
ています。しかし、対
象者が父子家庭の父に
も拡大されることにな
りました。

市民のニーズを
把握し、更なる
推進をお願いし
ます。

5 5

- -

- -

- -

事業の
方向

月額の減額等厳
しい状況ではあ
るが、支援の継
続をお願いしま
す。

事業の
方向

取組
評価

1

② 5 5

③ 4 4

① 5 5

取組
評価

2 5.0

① 5 5

5 5

⑤ 4 4

4.6

① 4 4

継続して体制の
充実を図ってく
ださい。

② 4 4

③ 4 4

④ 4 4

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

1 3.8
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

８８
子どもを守る
取組み

８６
子育てサロン
での子育て支
援

・地域ぐるみの子育て支
援活動を支援します。

・全ての小学校区におけ
るなかよし広場の設置に
向けて取組みを進めると
ともに、広場事業の充実
を図ります。
・地域の子育て経験者を
対象に、子育て相談等を
行うボランティアを養成
します。

８７
地域での子育
て支援講座の
実施

・名張市生活安全推進協議会防犯部会
員が、名張川納涼花火大会等の大祭で
犯罪や事故防止のため、特別警戒を行
うとともに、大規模小売店店頭での街
頭啓発による犯罪の抑止、地域防犯相
談員としての活動等地域環境の浄化に
努めました。
　また、市民会議が結成している名張
少年サポートふれあい隊は、2012年度
年間96回677人がパトロールを行いま
した。
・青少年育成市民会議を中心とした、
さまざまな形態での非行防止パトロー
ル、子どもを守る家事業の推進等に努
め、子どもの健全育成に取り組みまし
た。

・名張地区防犯協会や
青少年育成市民会議・
まちづくり委員会・防
犯団体との連携によ
り、継続して地域の環
境浄化に取組む必要が
あります。
・各種活動を担う市民
活動団体の連携と交流
を図り、より積極的な
ボランティア活動が求
められています。

・現在、地域の広場は、１6箇所で実
施されています。
　利用者は年々増加の傾向にありま
す。(利用者総数…12,428名…支援者
含む）また、支援者の中には民生児童
委員や地域づくり委員会などの男性の
方の参画もあります。

・各地域において、子育て支援サーク
ル、サロンが開催されており、その活
動について広報やＨＰでも紹介するな
どしています。

・ボランティアの具体
的な活動内容を示し、
今以上充実した活動が
できるよう配慮が必要
です。

・ゆめづくり地域交付
金の活用を促進しま
す。

・名張市青少年育成市民
会議との協働を推進し、
「子どもを守る家」事業
による不審者対策、「あ
ぶない」標識設置による
危険箇所の周知、非行防
止パトロール等により地
域で子どもを守る取組み
を進めます。
・子どもの健全育成の観
点から、名張市青少年育
成市民会議と地域づくり
組織の連携を進めます。
・名張市生活安全推進協
議会、防犯部会の事業を
中心に、名張地区防犯協
会とも連携し、広報や啓
発活動に取組み子どもを
守る活動を推進します。

子ども家庭
室
健康福祉政
策室

危機管理室
文化生涯学
習室
地域経営室

地域経営室

子ども家庭
室

引き続き活動の
充実を図ってく
ださい。

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

2

3

3② 3

5

事業の
方向

取組
評価

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

5

5

①

5.0

２２
地域で子ど
もを育てる
環境づくり

3

3

3

3

3

5

③

⑤

5

① 3

2

④ 4 4

3 3

3①

交付金の活用促
進をお願いしま
す。

② 3

③ 3

④ 3 3

⑤ 3

関係団体との連
携を図り、積極
的な活動をお願
いします。

② 5

③ 5

④ 5 5

⑤ 5
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

5.0

① 5

5

事業の
方向

取組
評価

5

5

5

取組
評価

3 5.0

5

事業の
方向

文化生涯学
習室
子ども家庭
室

・保護者の就労支援の観
点から、放課後子どもプ
ランを推進します。
・放課後子ども教室の充
実により、土・日曜日等
の子どもの居場所を増や
します。
・放課後児童クラブは、
開設時間や利用要件の拡
大及び活動場所の充実を
図ります。(№82と同じ内
容)

・習得した技術を活か
せるよう、活動を継続
できるよう、活動の場
や機会をより多く増や
す必要があります。

・地域の負担が過大と
ならないように、取り
組み方法の改善が求め
られている。

・名張kiｄｓサポータークラブの発足
により、自主的な活動の取り組みが可
能となりました。
・ジュニアリーダー養成講習会の実施
により新たに５名のジュニアリーダー
を養成しました。

・子どもの居場所を適切に確保する放
課後子ども教室については、公民館を
主体として地域まちづくり協議会にお
いて積極的な取り組みが進められてい
る。

９０
子どもたちの
居場所づくり

９１
ボランティア
活動への参加

８９
小・中学校の
開放

文化生涯学
習室

地域経営室

・ジュニアリーダー(中高
生)を養成し、地域におけ
る子ども会等の活動の充
実を図ります。
・ジュニアリーダー経験
者によるシニアリーダー
を支援し、青年層のボラ
ンティアの活動を推進し
ます。

・日常の授業を含めた
全教育課程の中で,子ど
もの実態に応じて男女
共同参画の視点に立っ
た取り組みをさらにし
ていく必要がありま
す。

・参観、研究発表会のみならず、日常
の授業を含めた全教育課程の中で、男
女共同参画の視点を踏まえて取り組み
を進めました。また、学校のＨＰ等を
通して情報発信を行いました。

・市内各小中学校におい
て、定期的な授業参観を
実施します。
・市等の研究指定による
研究発表会を開催しま
す。

学校教育室

5

⑤ 5

4.2

5

4

1

事業の
方向

取組
評価

① 5

4

4 普段の生活の中
にも男女共同参
画の視点が定着
するよう、お願
いします。

② 4

③ 4

④ 4 4

⑤ 4

5

取り組み方法を
改善し、負担の
軽減をお願いし
ます。

② 5 5

③ 5 5

5

5

積極的かつ継続
的な取り組みを
お願いします。

② 5

③ 5 5

④ 5

⑤

5

① 5

④

２２
地域で子ど
もを育てる
環境づくり
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

3

1 3.0

3
事業の
方向

取組
評価

1 5.0

3

3

① 3

5 5
事業の
方向

取組
評価

5

5

-

-

・要保護児童対策地域協
議会のさらなる機能強化
と充実を図るとともに､関
係機関の資質向上、市民
への意識啓発に取組みま
す。
・児童虐待防止対応マ
ニュアルに基づき、地域
や関係機関が連携して、
虐待の未然防止、早期発
見、早期対応、再発防止
に向けて積極的に取組み
ます。

・相談件数、虐待通告
が増加するなか、今後
もこれまでと同様、要
保護児童に関する協議
を続けていく一方、関
係機関(者)との連携を
強化していく必要があ
ります。

９２
児童虐待防止

子ども家庭
室

９３
「次世代育成
支援行動計
画」の推進
（再掲）

９４
働き方の見直
しの啓発

・次代の社会を担う子ど
もたちが健やかに産ま
れ、育成される環境を整
備し、子育てに夢や喜び
を感じることができるよ
う、子どもを取り巻く
様々な分野の施策を、総
合的に推進していくため
に「次世代育成支援行動
計画」を策定し、その計
画の推進管理を行いま
す。

・「毎年10月は、仕事と
家庭を考える月間」と
なっていることから、仕
事と家庭の両立について
のセミナー参加を啓発し
ます。
・企業訪問等を通じワー
ク・ライフ・バランスの
啓発に努めます。

子ども政策
室

・セミナーの開催はできませんでした
が、三重労働局の仕事と家庭の両立に
ついての啓発に協力しました。

・各関係機関と協力
し、セミナーの開催に
ついて検討が必要で
す。

商工経済室

人権・男女
共同参画推
進室

・引き続き、計画の周
知と個別施策の検証を
行っていく必要があり
ます。

・「次世代育成支援行動計画」に基づ
く子ども・子育て支援事業の進捗管理
を行い市ホームページに公表しまし
た。

・児童虐待の対応について要保護児童
対策及びＤＶ対策地域協議会の関係者
を対象に研修会を開催し関係者の資質
向上に取り組みました。
・児童虐待防止の啓発活動として、児
童虐待防止推進月間に市広報への啓発
記事を掲載、FMラジオでの放送、大型
スーパー（アピタ）でティッシュ配り
をするなど市民への周知を図りまし
た。

① 5 5

連携を強化し、
積極的な取り組
みをお願いしま
す。

② 5 5

③ 5 5

④ 5 5

⑤ 5 5

事業の
方向

取組
評価

1 5.0

① 5

更なる啓発をお
願いします。

② 5

③ -

④ -

⑤

セミナーの開催
に向けて、関係
機関との連携を
図ってくださ
い。

② 3

③ 3

④ 3 3

⑤ 3

重点課題　　　⑧　男女共同参画を進める環境の整備

２２
地域で子ど
もを育てる
環境づくり

２３
仕事と家庭
生活・地域
活動を両立
するための
職場環境の
整備

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

① - -

H25～27年度は後
期の実施計画に
基づき事業の推
進をお願いしま
す。-

事業の
方向

取組
評価

6 -

②

- 3

1 3.5

③ - -

④ - -

・内容も含めて
関係機関との検
討をお願いしま
す。
・努力義務であ
る従業員数100人
以下の企業への
制度の周知が必
要です。

事業の
方向

取組
評価

5

1 2.0

① 4

女性職員が働き
やすい環境づく
りの促進をお願
いします。

②

① 2 2

９５
名張版「一般
事業主行動計
画」の提案等

９６
市の「特定事
業主行動計
画」の推進
（再掲）

９７
地域福祉の推
進

・第２次定員適正化計
画に基づき職員数の抑
制を推進している中
で、職場の理解度を高
める必要があると考え
ます。
・補充職員の確保が必
要であると思います。

・2009年度改定の「名張
市特定事業主行動計画」
に基づき女性職員が働き
やすい環境づくりを促進
します。育児休暇制度等
の取得向上をめざし、職
員理解を得るための研修
等を実施します。

・育児休暇取得等の制度整備は国に準
じて図ってきました。研修等の開催に
ついては実施できませんでした。

人事研修室

　　　　　　――

(近隣地区における多様な
主体による地域福祉活動
の拠点として「夢づくり
広場の」整備を促進しま
す。)

・次世代育成支援対策
推進法関係機関ととも
に、中小企業名張版の
行動計画の策定検討を
進める必要がありま
す。

・次世代育成支援対策推進法に基づ
く、一般事業主行動計画に代わる名張
版について、関係機関との調整ができ
ませんでした。
・平成23年4月以降の届出義務企業拡
大に伴い名張版作成の必要性について
検討が必要です。

２４
男女共同参
画による地
域福祉の推
進

健康福祉政
策室

－

――

(「夢づくり広場は」累計131箇所の整
備が完了し、H22年度で事業終了。)

② 2 2

③ 2 2

④ 2 2

⑤ 2 2

⑤ - -

事業の
方向

取組
評価

- -

③ - -

④ - -

⑤ -

２３
仕事と家庭
生活・地域
活動を両立
するための
職場環境の
整備

・次世代育成支援対策推
進法に基づく一般事業主
行動計画に代わる名張版
について、関係機関との
検討を進めます。
　行動計画策定周知　数
社

商工経済室
人権・男女
共同参画推
進室

２３
仕事と家庭
生活・地域
活動を両立
するための
職場環境の
整備
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

すべてのサービ
スが実施される
よう推進をお願
いします。

5

事業の
方向

1 4.8

さらに地域にお
いて自発的な活
動が進むように
取り組みをお願
いします。

② 5 5

③ 5 5

④ 4 4

4

④

4

1 4.8

① 4

② 4 4

１００
高齢者の自立
と社会参画の
推進

・軽度生活援助事業実施
・生きがい活動支援通所
事業実施
・老人クラブ助成事業実
施
※施設整備計画は2011年
度に老人保健福祉計画、
介護保険事業計画を見直
すため未定

・身近な地域での総合相
談体制の整備をします。
・家族介護教室の開催

９８
「名張市老人
保健福祉計
画・介護保険
事業計画」の
推進

９９
介護者への支
援

・まちの保健室が地域づ
くり組織等と協働して介
護予防の取組みを推進し
ます。
・夢づくり広場での介護
予防の取組み、異世代交
流を推進します。
・老人クラブの運営、活
動へ支援します。

地域包括支
援センター

高齢・障害
支援室

高齢・障害
支援室

地域包括支
援センター

・地域密着型サービス
の整備計画のうち一部
実施されてないものが
あり、今後推進する必
要があります。

・軽度生活援助事業実施
・生きがい活動支援通所事業実施
・老人クラブ助成事業実施
・地域密着介護施設整備
　認知症対応型共同生活介護　2ヶ所

地域包括支
援センター

高齢・障害
支援室

・関係機関や地域づく
り組織等との連携によ
る介護者を支える地域
システムの構築が必要
です。

・まちの保健室主催教室
　・開催回数65回
　・参加延べ人数1,455人

・高齢者の自立と社会
参画の促進には、高齢
者自身が持っている力
を引き出す仕組みづく
りが課題です。

・まちの保健室相談件数
　・来所相談　7,542件
　・電話相談　6,623件
　・訪問相談　3,328件
　・家族介護教室開催　6回

4 4

5

継続して支援の
強化をお願いし
ます。

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

② 5 5

③ 5 5

取組
評価

④ 4 4

⑤ 5 5

5① 5

２５
高齢社会に
対応した介
護・看護環
境の整備

⑤ 5

① 5

⑤ 4

２５
高齢社会に
対応した介
護・看護環
境の整備

4

事業の
方向

取組
評価

③ 4
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

利用者すべてに
サービスが行き
渡るよう、工夫
をお願いしま
す。

1 4.0

① 5 4

4

4

事業の
方向

取組
評価

4

4

① 4

１０１
「名張市障害
者福祉計画」
の推進

１０２
障害者の自立
支援

高齢・障害
支援室

高齢・障害
支援室

・「名張市障害者福祉計
画(第3次）」に基づき、
障害者が地域の中で共に
暮らせる生活環境を整備
します。

・障害者自立支援法に基
づく福祉サービスを充実
し、障害者の社会参加促
進と介護軽減を図りま
す。

２６
障害者の生
活安定と自
立支援

・自立支援法に基づく福祉サービス利
用に当り計画作成を行うことにより、
障害者本人の状態に合わせたサービス
を利用できるようになった。

・平成24年から26年の
3ヵ年の間に、障害サー
ビス利用者全てに、
サービス利用計画を作
成しなければならない
が、計画作成事業所が
満杯状態であり、進ん
でいかない状況です。

・名張市自立支援協議会を活用し、誰
もが暮らしやすい地域生活の構築に向
け情報交換、課題検討を行った。

・地域で解決できるこ
とには、限界があり、
制度に関する問題点や
課題については、県を
通じ国に要望していく
必要があります。

県と連携を図
り、国への要望
をお願いしま
す。

② 4

③ 4 4

④ 4

⑤ 4

1 4.0

④ 5 4

⑤ 5 4

事業の
方向

取組
評価

② 5 4

③ 5 4
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基本目標 Ⅳ　男女の人権が尊重される環境づくり

数値目標
H24年度実績 中期〔Ｈ24年度〕目標値

94.4％
（H24年度）

96.0％

― 50％（次回調査時）
― 80％（次回調査時）

5.2％
（H24年度） 70%

重点課題 　⑨　男女の人権の尊重

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

4

4

4

２７
男女の人権
についての
認識の徹底

4

4

4

⑤

④

③

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

4

各関係機関との
連携の強化を図
り、効果的な研
修、学習等がな
されるようお願
いします。

4

5

4

4

⑤

項　　　　　　　　　　目

施策の方向

妊婦健康診査受診率

ＤＶ防止法認知度
セクハラ防止対策をしている事業所の比率

市職員のＤＶ・セクハラ研修を受けた職員

具体的施策
２０１２（平成２４）年度

性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・
ヘルス／ライツ）の認知度

①

②

③

④

・公民館学級、ＰＴＡなどでの人権学
習会に講師を派遣し、学習活動を支援
した。
・学習テーマとしても積極的に取り上
げ、参加者の啓発に努めた。
（人権啓発担当)

・人権学習、人権研修の
テーマとして取り上げる
とともに、市民一人ひと
りが自分の身近な問題と
して捉え、正しく理解
し、行動する力を養える
よう学習活動を支援しま
す。

人権・男女
共同参画推
進室

・効果的な研修、学習
が実施できるよう、啓
発担当者の専門性を高
める等、資質の向上が
必要。
・地域づくり組織との
連携。
・名張市人権セン
ター、名張市人権・同
和教育推進協議会との
連携強化。

・作成した啓発冊子を
人権学習会でも、さら
に活用し学習効果を深
めていきたい。

・市広報紙に連載の人権
啓発シリーズで素材とし
て取り上げます。
・関係室と連携し、啓発
パンフレット、リーフ
レット等で取り上げま
す。

１０３
人権尊重を促
す講座等の実
施

１０４
人権問題に関
する情報の提
供と啓発

30％（次回調査時）
3.7％

（H15．11）

人権・男女
共同参画推
進室

・公民館学級、ＰＴＡなどでの人権学
習会に講師を派遣した際、時事問題な
どに絡めて話題に取り上げ、参加者の
啓発に努めた。
・広報なばりの人権啓発シリーズ｢ひ
まわり｣で、男女共同参画をテーマに
し市民啓発に努めた。
・「ひまわり」2012年分を収録した啓
発冊子を発行。
・世界人権宣言65周年を周知する名刺
サイズのミニカレンダーを作成

第１次評価

5

②

4

4 4

取組
評価

1 4.2

① 4

事業の
方向

4

学習効果を深め
るための工夫を
お願いします。

4

4

4

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

後期〔Ｈ27年度〕目標値

93.0％

50％（次回調査時）
80％（次回調査時）

30％（次回調査時）

70%

46



計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

1 4.0

4 4

事業の
方向

取組
評価

3

事業の
方向

取組
評価

1 3.4

3

4

3

4

3

4

4

4

２７
男女の人権
についての
認識の徹底

・関係機関と連携して、
女性の人権にかかわる事
業の推進を図ります。

１０５
女性の人権の
推進

人権・男女
共同参画推
進室

人権・男女
共同参画推
進室

人権・男女
共同参画推
進室

学校教育室

・さらに継続して研修
会を実施していきま
す。

・研修会を実施しました。
　*「ＤＶについて」　市民対象
　*「パワハラ、セクハラについて」
　　　　　　　　　　　　職員対象
・地域づくり組織代表者会議におい
て、地域における男女共同参画推進へ
の理解と協力を依頼。

・性に関わる事柄だけ
に、日常的に話題にな
りにくい面がある。行
政による積極的な情報
発信が必要。
・啓発担当者の、この
人権分野に関する専門
性を高める必要があ
る。
・専門の相談窓口設置
に向けた検討が必要。

・啓発担当職員の専門
性を高めるなど、資質
の向上を図る。

・公民館学習で学習テーマの一つとし
て取り上げた。

・人権学習、人権啓発の
テーマとして取り上げる
とともに、情報提供を行
います。

２８
性的マイノ
リティーの
人権尊重

・社会教育分野では、性
的マイノリティに対する
偏見に基づく人権侵害に
ついて、公民館や地域に
おける学習会で取り上げ
ます。
・学校教育分野において
は、県教育委員会の動向
を見極めていきます。

１０７
性的マイノリ
ティーの人権
教育の推進

・公民館学級、ＰＴＡなどでの人権学
習会に講師を派遣した際、時事問題な
どに絡めて話題に取り上げたが、専門
性という面では十分とは言えなかっ
た。
・「投げ込み教材」的な取り組みが主
で、全市的な指導方針の策定には至っ
ていない。引き続き県教委の動向を見
極める。

4

１０６
性的マイノリ
ティーの人権
尊重の啓発

① 4

引き続き連携
し、互いの学習
機会を活用して
いく必要があり
ます。

② 3

③ 4

④ 3

⑤

① 4

引き続き啓発を
進めるととも
に、相談の実施
の検討もお願い
します。

② 4

③ 4

④ 4

⑤

① 4 4

職員の資質向上
を図り、さらな
る啓発をお願い
します。

② 4 4

③ 4 4

④ 4 4

⑤ 4 4
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

重点課題　　　⑩　ＤＶ・セクハラ等あらゆる暴力の根絶

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

⑤
事業の
方向

4

事業の
方向

取組
評価

2 1.0

① 4

取組
評価

具体的施策の方
向を含めて、事
業の検討をお願
いします。

引き続き、関係
部署、機関、団
体と連携した啓
発が必要です。
法改正の周知も
必要です。

4.0

資料・情報を収
集し、具体的検
討に着手してく
ださい。

1 1

1 1

1 1

1 1
取組
評価

1 1

2

4

4

事業の
方向

1

③

④

1.0

① 1 １

２８
性的マイノ
リティーの
人権尊重

・ドメスティック・バイオレンスにつ
いての研修会を実施しました。
　市民対象　講座　5回
・DV防止週間に市役所ロビー、男女共
同参画センターでのパネル展示による
啓発を実施しました。
 名張警察署職員と共に啓発物品配布
による街頭啓発を行いました(三重県
事業と連携)。
・市内中学・高校生（3年生）全員
に、卒業時に、デートＤＶ啓発パンフ
レットを配布しました。

・実施できませんでした。

２９
ドメス
ティック・
バイオレン
ス対策の推
進

・実態調査の結果に基づ
き、検討し推進します。

１０８
性別表記の検
討

・関係機関からの啓発パ
ンフレットを公民館等に
配布し啓発します。
・ＤＶ防止期間中、市役
所、男女共同参画セン
ター等、ポスター、パネ
ル等で啓発します。
・ＤＶ活動市民団体へ委
託して、講座等実施し意
識啓発を図ります。

施策の方向

・性的マイノリティーに
ついてのリーフレットを
作成します。
近年の情報化や国際化等
による社会の変化に伴
い、様々な人権問題の中
で、性同一性障害や異性
愛外の人権が社会の課題
となっていることから誰
もが自分らしく生きられ
る社会であるために正し
く研修で啓発していくた
めのリーフレットを作成
します

人権・男女
共同参画推
進室

関係各室

人事研修室
人権・男女
共同参画推
進室
学校教育室

人権・男女
共同参画推
進室

人事研修室

学校教育室

１１０
ＤＶへの意識
啓発

１０９
性的マイノリ
ティーについ
ての研修

・研修のための財源確
保を図りつつ、人権研
修の一環として性的マ
イノリティの研修等を
開催できるよう関係機
関と協議していく必要
があると思います。

・具体的には、検討できませんでし
た。

・国の動向を見極めな
がら、市における申請
書等の不必要な性別表
記について検討し改善
する必要があります。

・引き続き関係機関と
連携し、啓発していき
ます。

①

②

② 1 １

③ 1 １

④ 1 １

⑤ 1 １

② 4

③ 4

4

④ 4

⑤ 4 4

具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価

男女共同参画の
視点での評価

評価コメント
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

1 3.6

① 4 4

事業の
方向

4 4

継続して連携・
支援をお願いし
ます。

①

②

④

２９
ドメス
ティック・
バイオレン
ス対策の推
進

１１２
被害者支援

１１３
セクハラにつ
いての広報・
啓発

１１１
関係機関との
連携

３０
セクシュア
ル・ハラス
メント、ス
トーカー対
策等の推進

子ども家庭
室
人権・男女
共同参画推
進室

・セクシュアル・ハラス
メントが人権侵害である
という観点から、その防
止について関係機関と連
携し、研修会への参加を
促進、パンフレットによ
り普及啓発を図ります。

③

⑤

③ 4

⑤

人権・男女
共同参画推
進室

・パンフレットの作成はできませんで
したが、職員を対象に研修会を開催し
ました。

・女性相談員の専門性を高めるための
研修会へ積極的に参加し、自己研鑽に
努めました。
・要保護児童対策地域協議会にＤＶ対
策を含めた要保護児童対策及びＤＶ対
策地域協議会を設置し、関係機関と緊
密な連携を図りました。

・女性相談員の専門性を
高めるため、関係機関か
らの研修会へ参加し、知
識の向上に努めます。
・関係機関との緊密な連
携を図ります。
・児童虐待との関連性が
強いことから子育て支援
室との協議のもとに連携
した取組をします。

・要保護児童対策及び
ＤＶ対策地域協議会の
関係機関と連携強化を
図る必要があります。

・引き続き各種相談関
係機関と連携をとり、
被害者支援に努めま
す。

・引き続き意識啓発の
向上を図るため、研修
会開催、啓発に努めま
す。

・児童虐待・DV防止対応マニュアルを
作成し、保育所等の関係機関へ配布し
ました。
・女性相談員の専門性を高めるための
研修会へ積極的に参加し、自己研鑽に
努めました。
・カードの窓口設置と、「女性に対す
る暴力をなくす運動」期間等に合わせ
て街頭啓発、パネル展示等で啓発を行
いました。

子ども家庭
室

人権・男女
共同参画推
進室

健康福祉政
策室

・関係団体と連携し、相
談員の能力向上を図るた
めの研修会の参加や、Ｄ
Ｖについての啓発を進め
自立に向けた支援に努め
ます。
・市役所、男女共同参画
センター、公民館等にＤ
Ｖ相談カードを設置し、
啓発します。

4 4

引き続き関係機
関・団体との連
携を強化し、効
果的な被害防
止・早期発見・
保護救済に取り
組む必要があり
ます。

4 3

4 4

4 3

事業の
方向

取組
評価

② 4 4

4

④ 4 4

4 4

4.0

4 4

取組
評価

1

セクハラに関す
る資料収集・情
報提供の強化が
必要です。

3 3

4 4

3 3

1 3.4

⑤ 3 3

事業の
方向

取組
評価

④

③

②

①
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

セクハラに関す
る資料収集・情
報提供の強化が
必要です。

4.0

4

1

4

4

取組
評価

4

- 3

事業の
方向

取組
評価

1 3.4

①

4

-

１１５
市職員へのセ
クハラについ
ての研修・相
談窓口

１１４
セクハラにつ
いての対応策

・管理職、中堅教員等指
導的立場にある教員の意
識改革のための研修を年
２回実施します。
・各小中学校の校務分掌
への教育相談を位置付け
ます。（２２校作成）

・セクシュアル・ハラス
メント防止等についての
基本指針に基づき対応し
ていきます。
・職場においては各職場
に相談担当者を設置して
いるが、その他に労働局
雇用均等室が相談・問い
合わせ、調停の申請が出
来ることの情報提供をし
ていきます。地域におい
ては市の相談室で受け付
け専門的なことは労働局
雇用均等室へと情報を提
供していきます。

・2008年度に施行した
「名張市セクシュアル・
ハラスメントの防止等に
関する要綱」及び「基本
方針」に基づき、セクハ
ラ防止のための研修の実
施や研修機会の提供を行
います。また、安全衛生
委員会内にセクハラ対策
セクションを設置して、
職員の相談や問題解決に
対応します。

事業の
方向

人事研修室

人権・男女
共同参画推
進室

・人権・男女共同参画推進室との共催
でハラスメント研修を実施し、職員２
８名(教職員を含む)が参加しました。
（男２２名、女６名）

・開催回数、内容、講
師の選定等についても
検討を加え、さらに充
実した内容の研修とす
る必要があると思いま
す。

・管理職、中堅教員等指導的立場にあ
る教員の意識改革のための研修を年２
回実施しました。
・各小中学校の校務分掌への教育相談
を位置付け、推進に努めています。

・児童生徒や教職員が
相談を気楽にできる体
制を維持していきた
い。

・男女共同参画センターや、市役所、
地区公民館へ市広報や関係機関からの
パンフレット等による情報提供・啓発
に努めました。

・引き続き意識啓発の
向上を図るため、研修
会開催、啓発に努めま
す。

学校教育室
１１６
教育現場のセ
クハラ防止

３０
セクシュア
ル・ハラス
メント、ス
トーカー対
策等の推進

① 3

② 3

3

3

③ 3

④ 3 3

3

⑤ 3 3

① 4

事業の
方向

取組
評価

1 3.0

4

研修の内容充実
に向けて検討を
お願いします。

② 4

③ 3

④ 3

⑤

-

-

4

児童生徒と教職
員との信頼関係
を築けるようお
願いします。

② 4

③ 4

④ 4

⑤ 4
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

重点課題　　　⑪　男女の生涯にわたる健康の確保

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

事業の
方向

取組
評価

1

関係者との連携
を強化して引き
続き啓発に取り
組む必要があり
ます。法改正の
周知も必要で
す。

3.6

4

相談窓口に関す
る周知をさらに
進め、潜在的な
相談の掘り起こ
しが必要です。

① 4 4

取組
評価

1 4.0

4

継続した取組を
お願いします。

4 4

4 4

4 4

4 4

4

１１９
男女の生涯を
通じた健康の
保持

・ＤＶ関係団体と連携し
て、ストーカー、性犯
罪、売買春などについて
リーフレットを作成しま
す。
・中学校、高校、公民館
などへ配布します。

③

④

⑤

事業の
方向

３１
権利侵害に
ついての相
談及び救済
の充実

１１８
権利侵害につ
いての相談及
び救済

３２
生涯にわた
る心身の健
康保持・増
進

・健康状況に応じた、わ
かりやすい健康情報を広
報や市ホームページ、
ケーブルテレビ、FMラジ
オ等により提供します。
・名張バリバリ体操等の
健康媒体(ツール)を利用
して身近なところで、健
康づくりを進められるよ
うにします。

健康支援室

人権・男女
共同参画推
進室

①

②

① 4

・生活習慣病予防重点プロジェクト推
進により、各地域において特定健診や
がん検診、健康づくり講演会を実施し
ました。・広報、市ホームページ、
ケーブルテレビ、ＦＭラジオ等により
積極的な情報提供をしました。
・健康つくり隊の活動支援及び名張バ
リバリ体操の普及に努めました。
・地域づくり組織・まちの保健室との
協働で地域での健康づくり活動に取組
みました。

・引き続き、啓発に努
めていきます。

・「新しい公」委託事業（DV啓発）
　「こころからからだをコントロール
する」をテーマとした女性の自己啓発
のための講座　4回
・市内高校・中学卒業生全員に、デー
トDV防止に関するリーフレットを配
布。
・三重県事業・びーらぶプログラム講
座「怒りと暴力は違う」の実施　１回

・名張市のホームページへの掲載、広
報紙、チラシやカード設置で相談窓口
の周知を行いました。

・引き続き意識啓発の
向上を図るため、研修
会開催、啓発に努めま
す。

人権・男女
共同参画推
進室

人権・男女
共同参画推
進室

・今後も継続した取組
が必要です。

・人権侵害の相談、苦情
に対応する制度の情報提
供・啓発をします。

１１７
ストーカー、
性犯罪等の意
識啓発

３０
セクシュア
ル・ハラス
メント、ス
トーカー対
策等の推進

施策の方向

4 4

③ 4 4

3

⑤ 3 3

4

③ 4 4

取組
評価

1 4.0

④ 4 4

⑤ 4 4

事業の
方向

② 4

④ 3

②

具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価 第２次評価

男女共同参画の
視点での評価 評価コメント
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

３２
生涯にわた
る心身の健
康保持・増
進

事業の
方向

5

①

④

1 4.8

⑤ 5 5

取組
評価

4 4

引き続き取り組
みをお願いしま
す。

② 5 5

③ 5 5

5

1 4.0

事業の
方向

取組
評価

⑤ 4 4

④

① 4

さらに来所者が
増えていくよう
周知をお願いし
ます。

② 4 4

③ 4 4

4 4
１２０
健康上の悩み
相談事業

4

・健康相談を実施します

市民スポー
ツ室

健康支援室
・増加傾向ではある
が、依然少ない状況。

・健康相談を実施しました。（定期12
回他、随時）

・ウォーキングコースマップの啓発及
び活用した事業を実施しました。
・体育健康フェスティバル、マラソン
大会、駅伝大会等を開催しました。
・学校体育施設の利用促進を図りまし
た。
・体育施設の整備充実に努めていま
す。

・体育施設の充実につ
いて計画的な整備に努
めていきます。
・弱体化した総合型地
域スポーツクラブの再
構築を図ります。

・ウォーキングコース
マップの啓発及び活用し
た事業を実施します。
・体育フェスティバル、
マラソン大会、駅伝大会
等を開催します。
・学校体育施設の利用促
進を図ります。
・体育施設の整備充実を
図ります。

１２１
スポーツや
サークル活動
の促進
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

4.0

4

4

③ 4 4

4

⑤ 4 4

事業の
方向

取組
評価

1

事業の
方向

① 4

② 4

4

③ 4

④

1

②

4

取組
評価

4.0

今後も関連機関
との連携の強化
と継続した取組
をお願いしま
す。

関係機関との連
携を強化し、継
続した取組をお
願いします。

4

⑤ 4

4

4

④

① 4 4

4 4

・食に関する幼・保・
小・中の縦の連携と保
護者、学校、地域の横
の連携

健康支援室

高齢・障害
支援室

・栄養教諭・食育担当が中心となり、
食に関する指導を進め、正しい食事の
在り方や望ましい食習慣を身につけ、
子どもたちが自らの健康管理ができる
よう授業を行います。（年間１クラス
3時間の食に関する指導）
・保護者を対象に実施している給食試
食会等の折に、食教育に係る指導を行
いました。(年間1回)
・食に関する情報提供、啓発、教室の
開催をしました。(栄養教室8回)
・食生活相談を実施しました。(年間
12回)
・ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ及び農産物加工所よ
り、地元加工品を市民に提供しまし
た。

健康支援室
　
学校教育室

農林資源室

・自殺予防、こころの健康づくりに関
する啓発活動を行いました。
・自殺に関する正しい知識を普及し、
自殺のサインに気づき、必要な専門機
関につなげる役割をもつ『メンタル
パートナー』の養成を行いました。

・継続的な取組、関係
機関との連携強化が必
要。

・食生活改善推進員の育
成を行います。(栄養教
室：年8回)
・食生活改善推進員の知
識や技術の向上を目指
し、研修を行います。
・健康相談(食生活相談)
を実施します。
・栄養教諭・食育担当が
中心となり、食に関する
指導を進め、正しい食事
の在り方や望ましい食習
慣を身につけ、子どもた
ちが自らの健康管理がで
きるよう授業を行いま
す。(年間1クラス3時間
の食に関する指導)
・保護者を対象に実施し
ている給食試食会等の折
に、食教育に係る指導を
行います。(年1回)
・食に関する情報提供、
啓発、教室の開催を行い
ます。(栄養教室8回)
・食育の体制づくりをし
ます。(食生活改善推進
協議会の育成支援)
・食生活相談を実施しま
す。(12回)
・ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ及び農産
物加工所より、地元加工
品を市民に提供します。

・こころの活性化や休
養、ストレス対処法等に
関する情報提供を行いま
す。
・こころの健康センター
等専門機関に関する情報
提供を進めます。

３２
生涯にわた
る心身の健
康保持・増
進

１２２
食育の普及・
促進

１２３
メンタルヘル
ス
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

2 5.0

⑤ - -
事業の
方向

取組
評価

二ーズの把握、
医師の確保とも
にお願いしま
す。

② 5 5

③ - -
④ - -

① 5 5

事業の
方向

取組
評価

1 4.2

④ 4 4

⑤ 4 4

① 4 4

今後も性や生殖
についての知識
の普及や、重層
的な支援体制の
確保をお願いし
ます。

② 5 5

③ 4 4

4

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

⑤ 4

関係機関との連
携を強化し、継
続的な取組をお
願いします。

② 4 4

③ 4 4

④ 4 4

① 4 4

１２４
うつ病や自殺
防止

３３
性と生殖に
関する健
康・権利の
確保

３３
性と生殖に
関する健
康・権利の
確保

１２６
小児・産婦人
科医療等の充
実

１２５
性と生殖に関
する健康・権
利の意識啓発

市立病院

地域医療室

健康支援室

人権・男女
共同参画推
進室

・自殺予防のための啓発講演会を開催
しました。
・こんにちは赤ちゃん訪問や養育支援
訪問を実施し、産後うつや育児不安の
軽減を図りました。
・関係機関の相談窓口との連携によ
り、女性相談・こころの健康相談・男
性相談などの啓発を行いました。

・継続的な取組・関係
機関との連携が必要で
す。

・妊娠年齢の幅の広が
りなど、多様化する妊
婦の状況とそれに伴う
リスクやニーズに対応
できるよう努め、専門
家や地域とともに重層
的な支援体制が必要で
す。
また、安全と快適なお
産のためには十代から
性や生殖に関する知識
の普及が必要です。

・マタニティマークを配布し、妊婦に
やさしい環境づくりを行ないました。
・妊婦健康診査の公費負担回数や内容
の充実、県外受診が可能な体制整備を
図りました。
・特定不妊治療の経済的支援を行いま
した。
・妊娠中からまた、産後に必要とされ
る方への訪問などの支援を助産師等専
門家や地域と共に行い、育児環境の整
備に努めました。

・女性外来の設置につ
いては、市民ニーズの
把握とともに医師の確
保が課題である。

・平成２４年４月に乳腺外来を開設し
ました。毎週火曜日（午後２時～４
時）
・平成２４年１０月から時間外の小児
二次救急実施日を増やしました（二次
救急当番日に加えて、二次救急当番日
以外の日曜日と火曜日）

・マタニティマークを配
布し、妊婦にやさしい環
境づくりを目指します。
・妊婦健康診査の公費負
担回数や内容の充実、県
外受診が可能な体制整備
を図ります。
・特定不妊治療の経済的
支援を行います。

・地域医療機関の協力に
て、小児・産婦人科医療
の充実を図ります。
・市立病院女性外来の設
置に努めます。

・保健所等と連携して、
うつなどを理解してもら
うための講演会や講座を
開催します。
・こんにちは赤ちゃん訪
問等により、産後の育児
不安等の支援をします。
・男性相談、メンタル相
談、女性相談の啓発を進
めます。

健康支援室

高齢・障害
支援室

人権・男女
共同参画推
進室

３２
生涯にわた
る心身の健
康保持・増
進
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

更なる啓発をお
願いします。

③ 4 4

④ 5 5

⑤ 4 5

1 4.8

⑤ 5 5

事業の
方向

取組
評価

今後も積極的な
啓発をお願いし
ます。

② 5 5

③ 4 4

④ 5 5

① 5 5

② 5 5

取組
評価

① 5 5

・年度始めの「性教育年
間指導計画」の立案の
際、性教育の指導内容に
ついて、教職員の共通理
解を図るとともに、年度
末に「性教育年間指導計
画」評価と改善を行いま
す。
・代表者会等を活用し、
性教育にかかる情報の共
有化を図ります。

１２８
性教育のあり
方

３４
性教育と性
感染症及び
エイズ教育
の推進

・年度始めの「性教育年
間指導計画」の目標の確
認と、指導計画におけ
る、エイズ等に関わる教
育の位置づけの確認を行
います。
・エイズ等に関わる授業
実践の評価及び反省を行
い授業内容の改善を行い
ます。
・健康教育を実施しま
す。〔随時）｢名張市健
康なばり２１計画」に基
づき、市民の健康づくり
を支援するための環境、
しくみづくりを総合的に
推進します。
・「名張市健康なばり２
１計画」に基づき、市民
の健康づくりを支援する
ための環境、しくみづく
りを総合的に推進しま
す。
・性教育及びＨＩＶ／エ
イズ教育を推進します。
・男女共同参画室や市民
活動団体と連携や協力の
もと、広報での啓発や研
修会を実施します。

１２７
健康教育・性
教育及びＨＩ
Ｖ／エイズ教
育の推進

学校教育室

健康支援室

人権・男女
共同参画推
進室

学校教育室

・エイズ等に関わる授
業実践を行いました
が、今後も、評価及び
反省をもとに授業内容
の改善に向けたさらな
る取り組みと学校通信
等による啓発が必要で
す。

・性教育の指導内容を教職員の共通理
解のもと、進めることができました。
また、学校での指導内容等を通信等を
通じて伝えることにより、保護者の理
解に努めました。

・性教育は、保護者の
理解と協力が必要であ
るので、今後も継続し
て、積極的な啓発を
行っていく必要があり
ます。

・5月の学校訪問を通して、性教育年
間計画の目標の確認と、エイズ等に関
わる教育の位置づけの確認を行い、市
内全小中学校で達成しています。

4.8

事業の
方向

1

３４
性教育と性
感染症及び
エイズ教育
の推進
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価 評価コメント

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度 第１次評価

1 4.0

4

事業の
方向

取組
評価

4.8

4

5⑤ 5

事業の
方向

取組
評価

⑤ 4

1

① 4

研修の内容充実
に向けて検討を
お願いします。

② 4 4

③ 4 4

④ 4 4

関係機関との連
携を図り、更な
る取り組みの推
進をお願いしま
す。

② 4 4

③ 4 4

④ 4 4

① 4 4

１３０
市職員や教職
員への啓発・
研修

１２９
性感染症等の
予防

健康支援室

学校教育室

・今後も継続した取り
組みが必要です。性と
生殖に関する正しい知
識と共にデートDVにつ
いてや避妊の具体的な
手法等学年に応じた知
識の普及が必要です。
助産師や産科婦人科医
師等と共に推進する必
要があります。

・人権・男女共同参画推進室との共催
でハラスメント研修を実施し、職員２
８名(教職員を含む)が参加しました。
（男２２名、女６名）

・開催回数、内容、講
師の選定等についても
検討を加え、さらに充
実した内容の研修とす
る必要があると思いま
す。

・小学校、中学校の養護教諭と連携し
ながら、生(性)に関する健康教育実施
や教材の提供をしました。

人事研修室

・学校教育室と連携し、
市職員及び教職員を対象
に、性に関する啓発・研
修等を年1回以上実施し
ます。

・小学校、中学校の養護
教諭と連携しながら、生
(性)に関する健康教育を
実施します。

３４
性教育と性
感染症及び
エイズ教育
の推進

３５
男女の人権
を尊重した
表現の浸透

１３１
市の印刷物等
の配慮

・刊行物を作成する際
に、男女共同参画の視点
に配慮することや、職員
の意識改革等の啓発に努
めます。

人権・男女
共同参画推
進室

各室

・男女共同参画の視点からの公的広報
の手引を、市ホームページにおいて市
民に公表し、周知啓発を図りました。
機会ごとに職員へ周知しました。

・手引書を活用し庁内
各室や関係機関、市民
への啓発活動を行う必
要がります。

①

事業の
方向

4

1

4

手引書の活用に
ついてさらに啓
発が必要です。

② 4 4

③ 5 4

④

取組
評価

4.0

4 4

⑤ 4 4
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重点課題　　　⑫　男女共同参画の視点でのメディアにおける人権の尊重

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

1 4.6

⑤ 5 5

事業の
方向

取組
評価

4.0

5

研修等引き続き
意識啓発をお願
いします。

② 4

③ 4

④ 5 5

4

4

事業の
方向

取組
評価

5

引き続き、情報
収集・提供の強
化に努める必要
があります。

② 4 4

③ 4 4

④ 4

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

３６
市民のメ
ディア・リ
テラシー
（情報識
別・選択能
力）を高め
る取組み

① 5

5

5

⑤ 5

① 5

・広報等を通じて、男
女共同参画の視点に
立った表現の推進に努
めるよう働きかけると
ともに、メディアディ
テラシー育成向上を図
ります。

２０１２（平成２４）年度

・名張市青少年育成市
民会議との協働を推進
し、有害図書の回収や
店舗等への協力要請に
より有害環境の撲滅に
努めます。
・子どもの健全育成に
ついて、名張市青少年
育成市民会議と地域づ
くり組織の連携を進め
ます

文化生涯学
習室

人権・男女
共同参画推
進室

第１次評価

1

施策の方向 具体的施策

１３２
環境の浄化

３５
男女の人権
を尊重した
表現の浸透

１３３
メディア・リ
テラシーの情
報提供

１３４
メディア・リ
テラシー教育
の推進

5

5・名張市青少年育成市民会議を中心
とした市民活動がさらに充実し活性
化してきています。
・不用物の無人リサイクル場が増え
たことから、有害図書の不法投棄や
有害図書回収箱の利用は減少してき
ました。

・各種活動を担う市民
団体の連携と交流をさ
らに進めつつ、活動を
活性化する必要があり
ます。

④

4

⑤ 4

関係機関との連
携を図り、精力
的な活動をお願
いします。

事業の
方向

取組
評価

5.0

5

3

② 5

③ 5

4

・コンピュータ活用検
討委員会を開催しま
す。年３回開催（学校
教育室）
・適正な情報の取捨選
択を啓発します。（生
涯学習・青少年室）
・市民、事業者、地域
に向けての広報等での
啓発をします。

4

4
・小中学校の情報教育担当を対象に
年３回コンピュータ活用検討委員会
を開催し、教科指導におけるICT機器
の活用について事例研究を進め、授
業で活用できる事例集を作成して、
各校での活用について検討しまし
た。（学校教育室）

学校教育室

文化生涯学
習室

人権・男女
共同参画推
進室

・市広報、市が発行する印刷物や
ホームページ等において、関連部署
とともに内容、言葉の表現について
検討し、適切な掲載に努めていま
す。
・男女共同参画の視点からの公的広
報の手引を作成し職員、市民に公表
しています。

・引き続き言葉の表現
について、男女共同参
画の視点を持った表現
に努めていきます。

・情報モラルについて
の研修を深め、メディ
アがより適切に活用で
きるようにしていく必
要があります。

①
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基本目標 Ⅴ　計画の推進
数値目標

H24年度実績 中期〔Ｈ24年度〕目標値

0 10

確保 ―

計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

３７
市の推進体
制の確立と
率先実行

⑤ 4 4

事業の
方向

取組
評価

4

① 4

・各部の政策室長からな
る｢主管室長会議｣におい
て、男女共同参画推進責
任者（リーダー）として
の責任を自覚し、活動し
てもらうための研修の機
会を設けるとともに、全
庁上げて男女共同参画推
進に取り組む体制の確立
に努めます。
　｢庁議｣において男女共
同参画施策の推進状況の
把握や課題検討の場とし
て機能強化を図ります。
　庁内関係部室の連携に
より、横断的に施策を推
進するための｢庁議｣や｢
主管室長会議｣を通じて
男女共同参画推進本部と
しての機能強化を図りま
す。
・ ｢主管室長会議｣及び｢
庁議｣における定期的な
男女共同参画施策推進に
関する協議・検討を行い
ます

引き続き、職員
の資質向上並び
に推進体制の強
化と有効活用を
進める必要があ
ります。

① 4 4

② 4 4

4

1 4.0

4

④ 4

3

事業の
方向

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

検討委員会職員
の資質向上と、
検討委員会の有
効活用が必要で
す。

② 4

③ 4

④ 4

１３６
名張市男女共
同参画推進施
策検討会議に
よる調査・研
究

第１次評価

⑤

③
人権・男女
共同参画推
進室

総合企画政
策室

人権・男女
共同参画推
進室

・庁内の関係室の職員で
組織している「名張市男
女共同参画推進施策検討
会議」の機能強化を図る
ための研修や啓発活動
等、検討委員を通じ推進
を図ります。

項　　　　　　　　　　目

相談・苦情処理制度を利用した人数

男女共同参画拠点機能の整備

施策の方向 具体的施策
２０１２（平成２４）年度

１３５
庁内の推進体
制の確立

・推進委員を対象に研修会を開催しま
した。　　「男女共同参画に市職員と
してどう取り組むべきか」　　講師
立命館大学非常勤講師　伊田広行
・基本計画に沿った事業を推進するた
め各部署に実施状況の評価を依頼し、
事業の推進を図るよう促しました。
・後期計画作成にあたり原案を主管室
長会議、庁議において協議・検討しま
した。

・さらに職員の意識啓
発の取り組みを図って
いきます。
・全庁を上げて、男女
共同参画推進に取り組
む体制の強化に努めま
す。

・検討会議の実施はできませんでした
が、委員の意識啓発に努めました。
・男女共同参画週間の街頭啓発に市民
団体とともに従事し、意識啓発に努め
ました。
・研修会を開催し、人材育成に努めま
した。　　　「男女共同参画に市職員
としてどう取り組むべきか」　　講師
立命館大学非常勤講師　伊田広行
・後期計画作成に当たり原案を確認・
検討を諮りました。

・引き続き、職員の意
識啓発を図っていきま
す。

4

4

4

4

3

取組
評価

1 3.8

後期〔Ｈ27年度〕目標値

10
―
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度

３７
市の推進体
制の確立と
率先実行

④ 4 4

⑤ 4 4

① 5 5

審議会の指摘事
項、提言につい
ては速やかに対
処し、施策へ反
映させることが
必要です。

② 4 4

③ 4 4

手引書の活用に
ついてさらに啓
発が必要です。

② 4

③ 4

④ 3

⑤ 3 3

関連施策の進行
管理には庁内組
織の有効活用が
必要です。

② 4

③ 4

④ 4

⑤

１３７
男女共同参画
室による総合
調整

１３８
手引書の作成

4

4

事業の
方向

1

１３９
名張市男女共
同参画推進審
議会

人権・男女
共同参画推
進室

・刊行物等を作成する際
に、男女共同参画の視点
に配慮するよう努めま
す。
・市役所が率先して男女
共同参画の牽引者となる
様、職員の意識改革や職
場環境の改善に取り組む
指針となる手引書の作成
に向けた情報収集をし、
取り組みます。

・基本計画策定後の審議
会の機能強化に努めるた
め、審議会を年2回以上
開催し施策の評価､提言
などを行います。

人権・男女
共同参画推
進室

・基本計画の取り組み状況の進行管理
に努めました。
・後期計画作成にあたり原案を庁議、
主管室長会議、推進施策検討会議委員
を通じて協議・検討しました。

・手引きを広く活用し
てもらえるよう周知す
る必要があります。
・職員の意識改革や職
場環境の改善に取り組
む指針となる手引書の
作成に向けた検討が必
要です。

1

・基本計画に基づく具体
的な実施計画を作成し、
施策の実効性を高めると
ともに､適切な進行管理
に努めます。
・「庁議」､「主管室長
会議」、「推進施策検討
会議」を通じて、事業推
進の総合調整を図り、関
係機関との連携も図りな
がら事業を推進していき
ます。

人権・男女
共同参画推
進室

・審議会の開催については、第１回が
「23年度計画の実施状況について」、
第２回は「男女共同参画事業実施計画
後期計画(平成25年度～27年度)につい
て他」という議題で、2回開催しまし
た。

・「男女共同参画の視点からの市民に
届くお知らせのために（よりよい公的
広報の手引き）」を作成し、職員や市
民に公表しました。

・引き続き施策の実施
状況を監視し、計画の
実効性を高めるため定
期的に開催します。

5

4

4

事業の
方向

4

① 5

取組
評価

4.2

4

4

1

①

取組
評価

4.2

4

3

取組
評価

3.6

事業の
方向

4

・計画の実効性を高め
るための取り組みを関
係機関と連携を図りな
がら推進していきま
す。
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計　　　　画 担当室 実　施　状　況 取り組み及び課題

第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度

３７
市の推進体
制の確立と
率先実行

３８
市民等への
活動支援と
市民活動団
体等との連
携

1 4.0

⑤ 4 4

事業の
方向

取組
評価

引き続き、男女
共同参画セン
ターを拠点に、
関係活動団体の
支援と団体相互
の連携強化に取
り組んでくださ
い。

② 4 4

③ 4 4

④ 4 4

⑤ 4 4

① 4 4

4 4

④ 3 3

4

⑤ 4 4

１４０
計画の実効性

１４１
市の率先実行
（再掲）

１４２
「名張男女共
同参画推進
ネットワーク
会議」等との
連携

・男女共同参画センター
を拠点施設として、情報
の収集や市民への情報提
供を進め、啓発事業や市
民団活動団体等の活動支
援とネットワーク化を促
進します。

人権・男女
共同参画推
進室

人事研修室

人権・男女
共同参画推
進室

・人事評価制度や職員研
修による人材育成や能力
開発等を通じ、女性職員
の能力活用及び管理職登
用を促進します。

・２０１１年度の事業評
価をし市民への事業実施
状況の公表をします。節
目の３年目における数値
目標の達成に向けて、施
策の総合的な推進と検証
を図ります。

人権・男女
共同参画推
進室

地域経営室

・各室の事業評価を実施し、審議会の
協議を経て、市民への公表を行いまし
た。
・関連室からの計画書をとりまとめ、
ヒアリングのうえ後期(H25～27)事業
実施計画原案を作成。主管室長会議・
庁議・審議会へ報告の後決定した計画
を関連部署へ周知しました。

① 4

② 4

③

① 4

・計画の実効性を高め
るための取り組みを推
進していきます。

・男女共同参画センター(市民情報交
流センター内)の事業の充実を図りま
した。
・市民活動の拠点施設である、市民情
報交流センターにおいて事業や会議等
を実施することにより、男女共同参画
推進ネットワーク会議への理解、推進
を図りました。
・各種相談事業の実施
・センターでの「男女共同参画コー
ナー」を活用した啓発、情報発信
・男女共同参画事業の啓発・人材育成
事業、DV啓発事業を「新しい公」委託
事業により、市民活動団体に委託実
施。

・平成２５年度の異動方針でも管理職
の女性職員比率が高まるよう環境整備
に努めつつ、副室長級以上への登用拡
大に努めることとしました。平成２５
年４月１日付の人事異動では、女性職
員の部長級への昇格１名をはじめ、担
当監・室長級へ１１名の女性職員を登
用しました。
・ワーク・ライフ・バランスの取組を
推進し､職場環境の改善に向けて電子
掲示板への掲示という形で呼びかけま
した。

・人材育成及び市施策
の取組み推進を図るた
め、今後も適材適所の
配置に努める必要があ
る。        ・名張市
役所がモデル事業所と
なるよう率先実行に努
め、引き続き女性の方
針決定過程への参画を
推進していきます。

・さらに、男女共同参
画センターを拠点とし
た事業の充実を図りま
す。
・「名張男女共同参画
推進ネットワーク会
議」の拡充を図りま
す。

4

引き続き計画的
な施策の進行管
理に努めてくだ
さい。

4

4 4

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

④ 4

4
漠然と「モデル
事業所」と掲げ
るより、例えば
「男性の育児休
暇取得率第1位」
といった具体的
な数値目標を設
定し、ステップ
アップしていく
手法が有効では
ないでしょう
か。

事業の
方向

取組
評価

1 3.8

② 4 4

③
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第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度

４０
男女共同参
画に関する
相談・苦情
への対応

３８
市民等への
活動支援と
市民活動団
体等との連
携

３９
男女共同参
画拠点機能
の充実

4

事業の
方向

④ 3

② 3

4

事業の
方向

取組
評価

1 4.0

⑤

潜在的相談の掘
り起こしと、相
談員の資質向
上、さらに、関
連機関との連携
強化が必要で
す。

② 4 4

③ 4 4

④ 4 4

取組
評価

① 4 4

3

⑤ 3 3

3

③ 3 3

① 3 3

１４５
女性相談の充
実

・人材育成講座を実施
し、人材の育成を行い、
また、市民活動団体等で
活躍している人材の発掘
に努めます。

１４３
人材育成と人
材データーバ
ンクの作成・
活用

１４４
男女共同参画
拠点機能の整
備

人権・男女
共同参画推
進室

人権・男女
共同参画推
進室

男女共同参画センターを
充実
・男女共同参画センター
を啓発するため、多数の
方が参加できるような学
習会等実施する。
・交流センターを活用す
る市民、団体等の皆さん
に、男女共同参画の啓発
チラシを配布し、情報発
信の拠点とする。
・男女共同参画センター
を周知するため公民館等
へ、チラシを配布し啓発
する。

・女性相談員が、関係機
関との連携等により、自
立に向けた支援に努めま
す。
・関係機関からの研修会
に参加し知識の向上に努
めます。

人権・男女
共同参画推
進室

1

① 4

③ 4

④ 4

⑤ 3

4

事業の
方向

・人材育成講座につい
ては、いかに人員を集
約し受講してもらえる
か、また、その人材を
どのように活用してい
くかが課題です。
・ネットワーク会議会
員や三重県チャレンジ
サポーターなどの人員
を活用していくかが課
題です。

・「新しい公」委託事業において、人
材育成講座を実施しました。
　　2回講座「男女共同参画ＡtoＺ」
(10月28日、11月11日)
・審議会等への女性の参画を推進しま
した。

・相談員の代替や後継
者の育成。

・拠点施設の男女共同参画センターが
でき、事業の充実を計りました。
　　啓発事業、学習会実施
　　相談事業の充実
・市民、地域へのセンターの啓発を図
りました。

・市民活動支援セン
ター、人権センターと
連携し、事業の取り組
みについて更に進めて
行きます。

・女性相談、女性弁護士による法律相
談については、関係機関と連携し相談
体制の充実に努めました。
・相談員を関係機関からの研修会に派
遣し知識と技術向上に努めました。
（三重県内男女共同参画センター合同
相談員研修　2回）

取組
評価

3.0

4

男女共同参画セ
ンターの認知度
の向上が急務で
す。情報発信力
の強化に努めて
ください。

4

人材育成につい
ては「新しい
公」事業の充実
を図り、人材
データバンクに
ついては具体的
な作成手順の検
討が必要です。

4

4

3

3.81

②
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第２次評価
男女共同参画の
視点での評価

評価コメント

第１次評価
施策の方向 具体的施策

２０１２（平成２４）年度

４０
男女共同参
画に関する
相談・苦情
への対応

1 3.8

3

事業の
方向

取組
評価

⑤ 3

4①

④ 4

⑤ 3

4

④

制度利用があり
ません。引き続
き制度に関する
周知が必要で
す。

② 4

③ 4

④ 4 4

4

4

4 4

③ 4 4

事業の
方向

取組
評価

4.0

① 4

他部署所管も含
めた各種相談窓
口の連携（定期
的な連絡会議
等）について、
具体的な検討が
必要です。

② 4 4

③ 4 4

4 4

⑤

① 4 4

１４６
総合的相談窓
口の設置

・名張市のホームページに掲載し、啓
発を図りました。

・更なる啓発に努めま
す。

人権・男女
共同参画推
進室

・男女共同参画センター
での相談窓口の充実と啓
発に努め、人権セン
ター、総合窓口センター
等関連部署と連携を図り
ます。

・相談･苦情処理制度の
定着に向けての啓発を進
める一方、制度が有効に
機能するための､第三者
的な立場で調査を行う専
門員の存在についても､
その意義等を十分に市民
に対して啓発していきま
す。

・男女共同参画に関する
苦情については､市民へ
のPRにつとめ、この制度
が有効に機能するような
方策を講じます。
・広報等を活用しての啓
発を行うほか、イベント
の機会を利用してのPRに
努めます。

人権・男女
共同参画推
進室

総合窓口セ
ンター

子ども家庭
室

人権・男女
共同参画推
進室

１４７
相談・苦情処
理
制度の定着

１４８
男女共同参画
専門員による
調査

・さらに、男女共同参
画センターを拠点とし
た相談体制の充実を図
り、市民、地域への啓
発に努めます。

・名張市のホームページに掲載し、啓
発を図りました。

・更なる啓発に努めま
す。

・啓発の機会毎に、男女共同参画セン
ターにおいての相談事業の周知を図り
ました。人権センター、総合窓口セン
ター等関係機関との連携体制の充実に
努めました。

4

制度利用があり
ません。引き続
き制度に関する
周知が必要で
す。

事業の
方向

取組
評価

1 3.8

3

② 4 4

4

1
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